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阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

 平成28年３月23日 

阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦 

阪神水道企業団条例第１号 

阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

第１条 阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例（昭和27年条例第52号）の一部を

次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

別 表 

（別紙１のとおり） 

 

 

別 表 

（別紙２のとおり） 

備考 

 別表を別紙２に記載する別表から別紙１に記載する別表に改める。 
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第２条 阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（昭和32年

条例第81号）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

附 則 

（地域手当） 

10 職員には、当分の間、給料、管理職

手当及び扶養手当の月額の合計欄に、

100分の 12（阪神水道企業団事業施行

区域外の地域において派遣職員として

勤務する場合は、当該地域に在勤する

国又は地方公共団体の職員に支給され

る地域手当の支給割合を考慮して企業

長が別に定める割合）を乗じて得た額

を地域手当として支給する。 

 

 

附 則 

（地域手当） 

10 職員には、当分の間、給料、管理職

手当及び扶養手当の月額の合計欄に、

100分の 10（阪神水道企業団事業施行

区域外の地域において派遣職員として

勤務する場合は、当該地域に在勤する

国又は地方公共団体の職員に支給され

る地域手当の支給割合を考慮して企業

長が別に定める割合）を乗じて得た額

を地域手当として支給する。 

 

備考 

１  改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引

かれた部分（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め

る。 

２  改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３  改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

第３条 阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成27年

条例第２号）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

附 則 

（給料の切替えに伴う経過措置） 

５ 施行日の前日から引き続き給料表の

適用を受ける職員で、その者の受ける

給料月額が同日において受けていた給

料月額に500円を加算した額に、110.5

分の 110（平成 28年４月１日以降にあ

っては112分の110）を乗じた額に達し

ないこととなる職員（企業長の定める

職員を除く。）には、平成30年３月31

日までの間、給料月額のほか、その差

額に相当する額（阪神水道企業団一般

職員の給与に関する条例附則第９項の

規定により給与が減ぜられて支給され

る職員にあっては、当該額に 100分の

 

附 則 

（給料の切替えに伴う経過措置） 

５ 施行日の前日から引き続き給料表の

適用を受ける職員で、その者の受ける

給料月額が同日において受けていた給

料月額に達しないこととなる職員（企

業長の定める職員を除く。）には、平

成30年３月31日までの間、給料月額の

ほか、その差額に相当する額（阪神水

道企業団一般職員の給与に関する条例

附則第９項の規定により給与が減ぜら

れて支給される職員にあっては、当該

額に100分の 98.5を乗じて得た額）を

給料として支給する。 
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98.5を乗じて得た額）を給料として支

給する。 

 

備考 

１  改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引

かれた部分（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め

る。 

２  改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３  改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成27年４月１日（以下「切替日」という。）

から適用する。 

（号給の切替え） 

２ 切替日の前日において改正前の阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例（以下

「改正前の条例」という。）別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における

号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給及びその者が旧号給を受けて

いた期間に応じて企業長が定める。 

（切替日前の異動者の号給等の調整） 

３ 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及

びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異

にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業

長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 

（職員が受けていた号給等の基礎） 

４ 前２項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けてい

た号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められ

たものでなければならない。 

（給料の内払） 

５ 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正

後の条例の規定による給与の内払とみなす。 

（平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例) 

６ 切替日から平成28年3月31日までの間における改正後の阪神水道企業団一般職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例（昭和32年条例第81号）附則第10項の規定の

適用については、同項中「100分の12」とあるのは、「100分の10.5」とする。 

（規則への委任） 

７ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

 

 

別　表（改正案） 別紙１

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

職員の
区分
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円 円 円 円 円 円 円

1 129,100 140,300 190,000 229,000 246,400 292,200 364,300

2 129,900 141,000 191,600 230,500 248,100 294,500 367,400

3 130,700 141,700 193,200 232,100 249,800 296,700 370,400

4 131,500 142,400 194,800 233,600 251,700 299,000 373,400

5 132,100 143,200 196,200 235,400 253,300 301,300 376,500

6 132,900 144,100 197,900 237,200 255,300 303,900 379,700

7 133,700 145,000 199,600 238,900 257,100 306,400 382,800

8 134,500 145,900 201,300 240,500 259,200 309,000 386,000

9 135,300 146,800 202,700 242,200 261,200 311,400 387,200

10 136,200 148,000 204,500 244,100 263,400 314,100 390,700

11 137,100 149,200 206,300 245,700 265,500 316,700 393,500

12 138,000 150,400 208,100 247,500 267,600 319,200 396,600

13 138,800 151,500 209,500 249,200 269,900 321,900 398,400

14 139,700 153,100 211,400 251,100 272,100 324,700 401,600

15 140,600 154,700 213,100 253,000 274,400 327,600 404,200

16 141,500 156,300 215,000 255,000 276,600 330,400 407,500

17 142,200 157,700 216,900 256,800 279,000 333,300 410,000

18 143,400 159,400 218,900 259,000 281,300 336,100 412,800

19 144,600 161,100 220,900 261,100 283,700 338,900 415,300

20 145,800 162,800 222,700 263,200 286,000 341,800 418,100

21 146,800 164,400 224,200 265,200 288,200 344,500 420,400

22 148,300 166,200 226,200 267,300 290,400 347,500 423,600

23 149,800 168,000 228,200 269,500 292,800 350,400 425,900

24 151,300 169,800 230,200 271,600 295,100 353,400 428,900

25 152,800 171,500 232,000 273,700 297,200 355,800 431,100

26 154,500 173,300 233,900 275,800 299,500 358,600 434,200

27 156,200 175,100 235,900 278,000 301,900 361,200 437,000

28 157,900 176,900 237,900 280,100 304,300 364,100 439,600

29 159,700 178,500 239,800 282,300 306,400 366,700 442,300

30 161,500 180,400 241,700 284,400 308,800 369,600 444,900

31 163,300 182,300 243,500 286,400 311,100 372,200 446,800

32 165,100 184,200 245,400 288,400 313,500 375,100 449,500

33 166,900 185,800 247,400 290,200 315,500 377,700 451,500

34 168,600 187,600 249,100 292,300 317,900 380,300 453,900

35 170,300 189,400 251,100 294,400 320,200 382,700 456,000

36 172,000 191,200 253,000 296,400 322,600 385,400 458,200

37 173,600 193,000 254,700 298,300 324,800 387,400 460,200

38 175,300 194,800 256,500 300,500 327,200 389,700 462,100

39 177,000 196,600 258,300 302,700 329,500 391,600 463,600

40 178,700 198,400 260,200 304,800 331,900 393,900 465,200

再任用
職員以
外の職
員
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41 180,400 200,200 261,900 306,800 334,100 395,900 466,600

42 181,700 202,000 263,700 309,100 336,400 397,700 468,100

43 183,000 203,800 265,500 311,300 338,600 399,700 469,500

44 184,300 205,600 267,300 313,500 340,900 401,500 471,400

45 185,400 207,500 268,900 315,600 342,900 402,900 473,200

46 186,300 209,400 270,700 317,400 344,600 404,500 474,700

47 187,100 211,300 272,500 319,100 346,500 406,000 476,200

48 188,000 213,200 274,500 320,900 348,400 407,600 477,800

49 188,700 214,800 276,400 322,600 349,700 409,200 479,300

50 189,500 216,500 278,200 324,200 351,200 409,800 480,500

51 190,300 218,300 280,000 325,900 352,700 411,000 481,800

52 191,100 220,000 282,000 327,500 354,100 412,100 483,000

53 191,800 221,900 283,900 329,000 355,600 413,200 484,000

54 192,600 223,500 285,800 330,700 357,000 414,000 485,200

55 193,400 225,000 287,500 332,300 358,300 414,900 486,300

56 194,200 226,600 289,500 333,800 359,700 416,000 487,400

57 195,000 228,200 291,400 335,300 361,100 416,900 488,300

58 195,700 229,800 293,300 337,300 362,300 417,600 489,300

59 196,400 231,300 294,800 339,200 363,300 418,600 490,100

60 197,100 232,700 296,700 341,100 364,500 419,600 491,100

61 197,600 234,100 298,600 343,000 365,600 420,300 492,000

62 235,500 300,700 344,600 366,600 421,100 492,800

63 237,000 302,600 346,400 367,700 422,100 493,700

64 238,400 304,700 348,200 368,700 423,000 494,600

65 239,700 306,900 349,800 369,700 423,800 495,300

66 241,200 309,200 351,400 370,700 424,600 496,200

67 242,700 311,600 352,900 371,700 425,600 497,100

68 244,100 314,000 354,300 372,700 426,500 497,800

69 245,400 316,000 355,700 373,500 427,300 498,700

70 246,800 317,500 357,200 374,400 428,200 499,500

71 248,200 318,900 358,500 375,300 429,200 500,200

72 249,600 320,200 359,900 375,900 430,100 501,000

73 250,800 321,400 361,200 376,800 430,800 501,800

74 251,700 322,700 362,400 377,100 431,700 502,500

75 252,700 323,900 363,500 377,700 432,600 503,300

76 253,700 325,200 364,700 378,300 433,500 504,100

77 254,600 326,200 365,800 378,600 434,300 504,700

78 255,600 327,000 366,900 379,500 435,100 505,400

79 256,600 327,900 368,000 380,500 436,000 506,100

80 257,600 328,800 369,000 381,400 436,900 506,800
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81 258,500 329,100 370,000 382,000 437,700 507,400

82 259,400 329,900 371,000 382,900 438,600

83 260,300 330,700 372,000 383,800 439,500

84 261,100 331,500 372,900 384,800 440,300

85 261,800 332,300 373,900 385,600 441,300

86 262,600 333,100 374,900 386,400 442,100

87 263,400 333,800 375,900 387,200 443,000

88 264,200 334,600 376,900 388,100 443,800

89 264,800 335,400 377,700 388,900 444,600

90 265,500 336,000 378,600 389,700 445,500

91 266,200 336,600 379,400 390,500 446,400

92 266,900 337,200 380,300 391,400 447,200

93 267,500 337,600 381,200 392,200 448,000

94 382,200 393,100 448,900

95 383,000 394,000 449,800

96 383,800 394,700 450,600

97 384,600 395,400 451,400

98 385,600 396,400 452,200

99 386,600 397,400 453,000

100 387,500 398,300 453,700

101 388,200 398,900 454,500

102 389,000 399,800 455,300

103 389,900 400,600 456,100

104 390,800 401,500 456,800

105 391,600 402,200 457,500

106 392,500 403,100 458,200

107 393,200 404,000 458,900

108 394,000 404,900 459,600

109 394,900 405,600 460,100

110 395,800 406,400 460,800

111 396,700 407,300 461,500

112 397,400 408,200 462,200

113 398,100 409,000 462,900

114 399,100 409,900 463,400

115 400,000 410,700 464,000

116 400,900 411,600 464,600

117 401,600 412,500 465,200

118 402,400 413,400 465,600

119 403,300 414,200 465,900

120 404,200 415,100 466,200
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121 404,900 415,900 466,600

122 405,800 416,900

123 406,600 417,800

124 407,400 418,800

125 408,100 419,600

126 409,000 420,500

127 409,800 421,400

128 410,700 422,200

129 411,300 423,100

130 412,200 424,000

131 413,000 424,800

132 413,900 425,600

133 414,700 426,500

134 415,700 427,400

135 416,500 428,300

136 417,300 429,200

137 418,100 430,000

138 419,100 430,900

139 420,100 431,800

140 421,000 432,700

141 421,900 433,600

142 422,800 434,500

143 423,700 435,400

144 424,600 436,300

145 425,400 437,300

146 426,400 438,100

147 427,200 439,000

148 428,100 439,900

149 428,900 440,900

150 429,900 441,600

151 430,800 442,500

152 431,700 443,400

153 432,400 444,400

154 433,400

155 434,300

156 435,200

157 436,100

158 437,000

159 437,900

160 438,800
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161 439,700

再任用
職員

149,100 185,900 249,500 274,300 284,700 321,700 388,400

別　表（現行） 別紙２

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

1 127,000 139,200 189,300 228,300 245,800 291,600 363,800

2 127,800 139,900 190,900 229,800 247,500 293,900 366,900

3 128,600 140,600 192,500 231,400 249,200 296,100 369,900

4 129,400 141,300 194,100 232,900 251,100 298,400 372,900

5 130,000 142,100 195,500 234,700 252,700 300,700 376,000

6 130,800 143,000 197,200 236,500 254,700 303,300 379,200

7 131,600 143,900 198,900 238,200 256,500 305,800 382,300

8 132,400 144,800 200,600 239,800 258,600 308,400 385,500

9 133,200 145,700 202,000 241,500 260,600 310,800 386,700

10 134,100 146,900 203,800 243,400 262,800 313,500 390,200

11 135,000 148,100 205,600 245,000 264,900 316,100 393,000

12 135,900 149,300 207,400 246,800 267,000 318,600 396,100

13 136,700 150,400 208,800 248,600 269,300 321,300 397,900

14 137,600 152,000 210,700 250,500 271,500 324,100 401,100

15 138,500 153,600 212,400 252,400 273,800 327,000 403,700

16 139,400 155,200 214,300 254,400 276,000 329,800 407,000

17 140,100 156,600 216,200 256,200 278,400 332,700 409,500

18 141,300 158,300 218,200 258,400 280,700 335,500 412,300

19 142,500 160,000 220,200 260,500 283,100 338,300 414,800

20 143,700 161,700 222,000 262,600 285,400 341,200 417,600

21 144,700 163,300 223,600 264,600 287,600 343,900 419,900

22 146,200 165,100 225,600 266,700 289,800 346,900 423,100

23 147,700 166,900 227,600 268,900 292,200 349,800 425,400

24 149,200 168,700 229,600 271,000 294,500 352,800 428,400

25 150,700 170,400 231,400 273,100 296,600 355,200 430,600

26 152,400 172,200 233,300 275,200 298,900 358,000 433,700

27 154,100 174,000 235,300 277,400 301,300 360,600 436,500

28 155,800 175,800 237,300 279,500 303,700 363,500 439,100

29 157,600 177,400 239,200 281,700 305,800 366,100 441,800

30 159,400 179,300 241,100 283,800 308,200 369,000 444,400

31 161,200 181,200 242,900 285,800 310,500 371,600 446,300

職員の
区分

再任用
職員以
外の職
員
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32 163,000 183,100 244,800 287,800 312,900 374,500 449,000

33 164,800 184,700 246,800 289,600 315,000 377,100 451,000

34 166,500 186,500 248,500 291,700 317,400 379,700 453,400

35 168,200 188,300 250,500 293,800 319,700 382,100 455,500

36 169,900 190,100 252,400 295,800 322,100 384,800 457,700

37 171,500 191,900 254,100 297,700 324,300 386,800 459,700

38 173,200 193,700 255,900 299,900 326,700 389,100 461,600

39 174,900 195,500 257,700 302,100 329,000 391,000 463,100

40 176,600 197,300 259,600 304,200 331,400 393,300 464,700

41 178,300 199,100 261,300 306,300 333,600 395,300 466,100

42 179,600 200,900 263,100 308,600 335,900 397,100 467,600

43 180,900 202,700 264,900 310,800 338,100 399,100 469,000

44 182,200 204,500 266,700 313,000 340,400 400,900 470,900

45 183,300 206,400 268,300 315,100 342,400 402,300 472,700

46 184,200 208,300 270,100 316,900 344,100 403,900 474,200

47 185,000 210,200 271,900 318,600 346,000 405,400 475,700

48 185,900 212,100 273,900 320,400 347,900 407,000 477,300

49 186,600 213,800 275,800 322,100 349,200 408,600 478,800

50 187,400 215,500 277,600 323,700 350,700 409,200 480,000

51 188,200 217,300 279,400 325,400 352,200 410,400 481,300

52 189,000 219,100 281,500 327,000 353,600 411,500 482,500

53 189,700 221,000 283,400 328,500 355,100 412,600 483,500

54 190,500 222,600 285,300 330,200 356,500 413,500 484,700

55 191,300 224,200 287,000 331,800 357,800 414,400 485,800

56 192,100 225,800 289,000 333,300 359,200 415,500 486,900

57 192,900 227,500 290,900 334,800 360,600 416,400 487,800

58 193,600 229,100 292,800 336,800 361,800 417,100 488,800

59 194,300 230,700 294,300 338,700 362,800 418,100 489,600

60 195,000 232,100 296,200 340,600 364,000 419,100 490,600

61 195,500 233,500 298,100 342,500 365,100 419,800 491,500

62 234,900 300,200 344,100 366,100 420,600 492,300

63 236,400 302,100 345,900 367,200 421,600 493,200

64 237,800 304,200 347,700 368,200 422,500 494,100

65 239,100 306,400 349,300 369,200 423,300 494,800

66 240,600 308,700 350,900 370,200 424,100 495,700

67 242,100 311,100 352,400 371,200 425,100 496,600

68 243,500 313,500 353,800 372,200 426,000 497,300

69 244,800 315,500 355,200 373,000 426,800 498,200

70 246,200 317,000 356,700 373,900 427,700 499,000
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71 247,600 318,400 358,000 374,800 428,700 499,700

72 249,000 319,700 359,400 375,400 429,600 500,500

73 250,200 320,900 360,700 376,300 430,300 501,300

74 251,100 322,200 361,900 376,600 431,200 502,000

75 252,100 323,400 363,000 377,200 432,100 502,800

76 253,100 324,700 364,200 377,800 433,000 503,600

77 254,000 325,700 365,300 378,100 433,800 504,200

78 255,000 326,500 366,400 379,000 434,600 504,900

79 256,000 327,400 367,500 380,000 435,500 505,600

80 257,000 328,300 368,500 380,900 436,400 506,300

81 257,900 328,600 369,500 381,500 437,200 506,900

82 258,800 329,400 370,500 382,400 438,100

83 259,700 330,200 371,500 383,300 439,000

84 260,500 331,000 372,400 384,300 439,800

85 261,200 331,800 373,400 385,100 440,800

86 262,000 332,600 374,400 385,900 441,600

87 262,800 333,300 375,400 386,700 442,500

88 263,600 334,100 376,400 387,600 443,300

89 264,200 334,900 377,200 388,400 444,100

90 264,900 335,500 378,100 389,200 445,000

91 265,600 336,100 378,900 390,000 445,900

92 266,300 336,700 379,800 390,900 446,700

93 266,900 337,100 380,700 391,700 447,500

94 381,700 392,600 448,400

95 382,500 393,500 449,300

96 383,300 394,200 450,100

97 384,100 394,900 450,900

98 385,100 395,900 451,700

99 386,100 396,900 452,500

100 387,000 397,800 453,200

101 387,700 398,400 454,000

102 388,500 399,300 454,800

103 389,400 400,100 455,600

104 390,300 401,000 456,300

105 391,100 401,700 457,000

106 392,000 402,600 457,700

107 392,700 403,500 458,400

108 393,500 404,400 459,100

109 394,400 405,100 459,600

110 395,300 405,900 460,300
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111 396,200 406,800 461,000

112 396,900 407,700 461,700

113 397,600 408,500 462,400

114 398,600 409,400 462,900

115 399,500 410,200 463,500

116 400,400 411,100 464,100

117 401,100 412,000 464,700

118 401,900 412,900 465,100

119 402,800 413,700 465,400

120 403,700 414,600 465,700

121 404,400 415,400 466,100

122 405,300 416,400

123 406,100 417,300

124 406,900 418,300

125 407,600 419,100

126 408,500 420,000

127 409,300 420,900

128 410,200 421,700

129 410,800 422,600

130 411,700 423,500

131 412,500 424,300

132 413,400 425,100

133 414,200 426,000

134 415,200 426,900

135 416,000 427,800

136 416,800 428,700

137 417,600 429,500

138 418,600 430,400

139 419,600 431,300

140 420,500 432,200

141 421,400 433,100

142 422,300 434,000

143 423,200 434,900

144 424,100 435,800

145 424,900 436,800

146 425,900 437,600

147 426,700 438,500

148 427,600 439,400

149 428,400 440,400

150 429,400 441,100
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阪神水道企業団行政不服審査法の施行に関する条例をここに公布する。 

 平成28年３月23日 

阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦 

阪神水道企業団条例第２号 

   阪神水道企業団行政不服審査法の施行に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、行政不服審査法（平成26年法律第68号。以下「法」という。）そ

の他関係法律の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （用語） 

第２条 この条例において使用する用語は、法（他の法律において準用する場合を含

む。）において使用する用語の例による。  

 （書面等の交付に係る手数料） 

第３条 法第38条第６項の規定により読み替えて適用する同条第４項の規定に基づき、

同条第１項（法第66条第１項において準用する場合を含む。）の規定による交付（以

下「書面等の交付」という。）を受ける審査請求人又は参加人（以下「審査請求人等」

という。）が納めなければならない手数料（以下この条及び次条において「手数料」

という。）の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額

とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面

を１枚として手数料の額を算定する。 

⑴ 用紙（Ａ３判までの大きさのものに限る。以下同じ。）に白黒で複写又は出力し

たものの交付 用紙１枚につき10円 

⑵ 用紙にカラーで複写又は出力したものの交付 用紙１枚につき20円  

２ 手数料は、書面等の交付の際、審査請求人等から徴収する。 

３ 既納の手数料は、返還しない。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、

その全部又は一部を返還することができる。 

151 430,300 442,000

152 431,200 442,900

153 431,900 443,900

154 432,900

155 433,800

156 434,700

157 435,600

158 436,500

159 437,400

160 438,300

161 439,200

再任用
職員

148,600 185,400 249,000 273,800 284,200 321,200 387,900



    平成 28 年 4月 15 日     阪 神 水 道 企 業 団 公 報             第 291 号     

 - 14 -

（手数料の減免） 

第４条 法第38条第６項の規定により読み替えて適用する同条第５項の規定に基づき、

審理員は、書面等の交付を受ける審査請求人等が経済的困難により手数料を納付する

資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。 

２ 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、書面等の交付を求める際

に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出

しなければならない。 

３ 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法（昭和25年法律第144号）第11条第１項

各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けてい

ることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明

する書面を、それぞれ添付しなければならない。 

 （審査会の設置） 

第５条 法第81条第１項の規定に基づき、企業長の附属機関として、阪神水道企業団行

政不服審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

 （組織） 

第６条 審査会は、委員３人以内をもって組織する。 

 （委員） 

第７条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることがで

き、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、企業長が委嘱す

る。 

２ 委員の任期は２年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、

再任を妨げない。 

３ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその

職務を行うものとする。 

４ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とす

る。 

 （会長） 

第８条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

 （会議） 

第９条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

 （庶務） 

第10条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。 

 （審査会の運営に関する事項の委任） 

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査

会に諮って定める。 
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 （書面等の交付に係る手数料の規定の準用） 

第12条 第３条及び第４条の規定は、法第81条第３項において準用する法第78条第１項

の規定による交付を受ける審査請求人等が納めなければならない手数料について準用

する。この場合において、第３条第１項中「法第38条第６項の規定により読み替えて

適用する同条第４項の規定に基づき、」とあるのは「法第81条第３項の規定により読

み替えて準用する法第78条第４項の規定に基づき、」と、同条第３項中「企業長」と

あるのは「審査会」と、第４条中「審理員」とあるのは「審査会」と読み替えるもの

とする。 

 （補則） 

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、法の施行の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 阪神水道企業団情報公開条例（平成16年条例第１号）第19条第３項の規定に基づく

阪神水道企業団情報公開審査会の委員（以下「情報公開審査会委員」という。）が第

７条第１項の審査会の委員に任命された場合の同条第２項の任期は、情報公開審査会

委員としての在任中とする。 

                                          

阪神水道企業団情報公開条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 平成28年３月23日 

阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦 

阪神水道企業団条例第３号 

   阪神水道企業団情報公開条例の一部を改正する条例 

阪神水道企業団情報公開条例（平成16年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

目次 

第１章 総則（第１条－第５条） 

 第２章 公文書の開示（第６条－第15

条） 

 第３章 審査請求等（第15条の２－第

25条） 

第４章 補則（第26条－第29条） 

附則 

 

第３章 審査請求等 

 

 （審理員による審査手続に関する規定

 

目次 

第１章 総則（第１条－第５条） 

 第２章 公文書の開示（第６条－第15

条） 

 第３章 不服申立て等（第16条－第25

条） 

第４章 補則（第26条－第29条） 

附則 

 

第３章 不服申立て等 
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の適用除外） 

第15条の２ 開示決定等又は開示請求に

係 る 不 作 為 に 係 る 審 査 請 求 に つ い て

は、行政不服審査法（平成26年法律第

68号）第９条第１項本文の規定は、適

用しない。 

（救済手続） 

第16条 開示決定等又は開示請求に係る

不 作 為 に 係 る 審 査 請 求 が あ っ た と き

は、実施機関は、当該審査請求が明ら

かに不適法であり、却下するとき又は

裁決で審査請求の全部を容認し、当該

審査請求に係る公文書の全部を開示す

ることとするとき（当該公文書の開示

について反対意見書が提出されている

ときを除く。）を除き、遅滞なく、第

19条第１項に規定する阪神水道企業団

情報公開審査会に諮問し、その答申を

尊重して当該審査請求に対する裁決を

しなければならない。 

２ 前項の規定による諮問は、行政不服

審査法第９条第３項の規定により読み

替えて適用する同法第29条第２項の弁

明書の写しを添えてしなければならな

い。 

 

 

 

（諮問をした旨の通知） 

第17条 前条の規定により諮問をした実

施 機 関 （ 以 下 「 諮 問 庁 」 と い う 。 ）

は、次に掲げる者に対し、諮問をした

旨を通知しなければならない。 

⑴ 審査請求人及び参加人（行政不服

審査法第13条第４項に規定する参加

人をいう。以下同じ。） 

⑵ 開示請求者（開示請求者が審査請

求 人 又 は 参 加 人 で あ る 場 合 を 除

く。） 

⑶ 当該審査請求に係る公文書の開示

 

 

 

 

 

 

（救済手続） 

第16条 開示決定等（第12条第４項の規

定により公文書の開示をしない旨の決

定があったものとみなされる場合を含

む。）について、行政不服審査法（昭

和37年法律第160号）による不服申立て

があったときは、実施機関は、当該不

服申立てが明らかに不適法であるとき

又は当該不服申立てに係る請求を認容

するときを除き、遅滞なく、第19条第

１項に規定する阪神水道企業団情報公

開審査会に諮問し、その答申を尊重し

て当該不服申立てに対する裁決又は決

定をしなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関

は、反対意見書が提出されている場合

には、当該不服申立てに係る請求を認

容しようとする場合であっても、第19

条第１項に規定する阪神水道企業団情

報公開審査会に諮問し、その答申を尊

重して当該不服申立てに対する裁決又

は決定をしなければならない。 

（諮問をした旨の通知） 

第17条 前条の規定により諮問をした実

施 機 関 （ 以 下 「 諮 問 庁 」 と い う 。 ）

は、次に掲げる者に対し、諮問をした

旨を通知しなければならない。 

⑴ 不服申立人及び参加人 

 

 

⑵ 開示請求者（開示請求者が不服申

立 人 又 は 参 加 人 で あ る 場 合 を 除

く。） 

⑶ 当該不服申立てに係る開示決定等
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について反対意見書を提出した第三

者（当該第三者が審査請求人又は参

加人である場合を除く。） 

（第三者からの審査請求を棄却する場

合等における手続） 

第18条 第13条第３項の規定は、次の各

号のいずれかに該当する裁決をする場

合について準用する。 

⑴ 開示決定に対する第三者からの審

査請求を却下し、又は棄却する裁決

 

⑵ 審査請求に係る開示決定等（開示

請求に係る公文書の全部を開示する

旨の決定を除く。）を変更し、当該

審査請求に係る公文書を開示する旨

の裁決（第三者である参加人が当該

公文書の開示に反対の意思を表示し

ている場合に限る。） 

（情報公開審査会） 

第19条 第16条の規定による諮問に応じ

審 査 請 求 に つ い て 審 査 を 行 わ せ る た

め、企業長の附属機関として阪神水道

企 業 団 情 報 公 開 審 査 会 （ 以 下 「 審 査

会」という。）を置く。 

２ 審査会は、前項に規定する審査請求

についての審査のほか、情報公開制度

の 適 正 か つ 円 滑 な 運 用 を 推 進 す る た

め、情報公開制度に関する重要事項に

ついて調査し、及び審査し、実施機関

に対して意見を述べることができる。 

３～６ 省略 

（審査会の調査権限） 

第20条 審査会は、必要があると認める

ときは、諮問庁に対し、審査請求に係

る 公 文 書 の 提 示 を 求 め る こ と が で き

る。この場合においては、何人も、審

査会に対し、その提示された公文書の

開示を求めることができない。 

２ 省略 

３ 審査会は、必要があると認めるとき

について反対意見書を提出した第三

者（当該第三者が不服申立人又は参

加人である場合を除く。） 

（第三者からの不服申立てを棄却する

場合等における手続） 

第18条 第13条第３項の規定は、次の各

号のいずれかに該当する裁決又は決定

をする場合について準用する。 

⑴ 開示決定に対する第三者からの不

服申立てを却下し、又は棄却する裁

決又は決定 

⑵ 不服申立てに係る開示決定等を変

更し、当該開示決定等に係る公文書

を開示する旨の裁決又は決定（第三

者である参加人が当該公文書の開示

に反対の意思を表示している場合に

限る。） 

 

（情報公開審査会） 

第19条 第16条の規定による諮問に応じ

不服申立てについて審査を行わせるた

め、企業長の附属機関として阪神水道

企 業 団 情 報 公 開 審 査 会 （ 以 下 「 審 査

会」という。）を置く。 

２ 審査会は、前項に規定する不服申立

てについての審査のほか、情報公開制

度の適正かつ円滑な運用を推進するた

め、情報公開制度に関する重要事項に

ついて調査し、及び審査し、実施機関

に対して意見を述べることができる。 

３～６ 省略 

（審査会の調査権限） 

第20条 審査会は、必要があると認める

ときは、諮問庁に対し、開示決定等に

係る公文書の提示を求めることができ

る。この場合においては、何人も、審

査会に対し、その提示された公文書の

開示を求めることができない。 

２ 省略 

３ 審査会は、必要があると認めるとき
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は、諮問庁に対し、審査請求に係る公

文書に記録されている情報の内容を審

査会の指定する方法により分類し、又

は整理した資料を作成し、審査会に提

出するよう求めることができる。 

４  第 １ 項 及 び 前 項 に 定 め る も の の ほ

か、審査会は、審査請求に係る事件に

関し、審査請求人、参加人又は諮問庁

（以下「審査請求人等」という。）に

意見書又は資料の提出を求めること、

適当と認める者にその知っている事実

を陳述させ又は鑑定を求めることその

他必要な調査をすることができる。 

 

（意見の陳述） 

第21条 審査会は、審査請求人等から申

立てがあったときは、当該審査請求人

等に口頭で意見を述べる機会を与えな

ければならない。ただし、審査会が、

その必要がないと認めるときは、この

限りでない。 

２  前 項 本 文 の 規 定 に よ る 意 見 の 陳 述

（ 以 下 こ の 条 に お い て 「 口 頭 意 見 陳

述」という。）は、審査会が期日及び

場所を指定し、審査請求人、参加人及

び 諮 問 庁 を 招 集 し て さ せ る も の と す

る。 

３ 口頭意見陳述において、審査請求人

又は参加人は、審査会の許可を得て、

補 佐 人 と と も に 出 頭 す る こ と が で き

る。 

４ 口頭意見陳述において、審査会は、

申立人のする陳述が審査請求に係る事

件に関係のない事項にわたる場合その

他相当でない場合には、これを制限す

ることができる。 

５ 口頭意見陳述に際し、審査請求人又

は参加人は、審査会の許可を得て、審

査請求に係る事件に関し、諮問庁に対

して、質問を発することができる。 

は、諮問庁に対し、開示決定等に係る

公文書に記録されている情報の内容を

審査会の指定する方法により分類し、

又は整理した資料を作成し、審査会に

提出するよう求めることができる。 

４  第 １ 項 及 び 前 項 に 定 め る も の の ほ

か、審査会は、不服申立てに係る事件

に関し、不服申立人、参加人又は諮問

庁（以下「不服申立人等」という。）

に 意 見 書 又 は 資 料 の 提 出 を 求 め る こ

と、適当と認める者にその知っている

事実を陳述させ又は鑑定を求めること

そ の 他 必 要 な 調 査 を す る こ と が で き

る。 

（意見の陳述） 

第21条 審査会は、不服申立人等から申

立てがあったときは、当該不服申立人

等に口頭で意見を述べる機会を与えな

ければならない。ただし、審査会が、

その必要がないと認めるときは、この

限りでない。 

 

 

 

 

 

 

２  前項本文の場合においては、不服申

立人又は参加人は、審査会の許可を得

て、補佐人とともに出頭することがで

きる。 
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（意見書等の提出） 

第 22条  審 査 請 求 人 等 は 、 審 査 会 に 対

し、意見書又は資料を提出することが

できる。ただし、審査会が意見書又は

資料を提出すべき相当の期間を定めた

ときは、その期間内にこれを提出しな

ければならない。 

 （提出資料の閲覧等） 

第 23条  審 査 請 求 人 等 は 、 審 査 会 に 対

し、審査会に提出された意見書又は資

料（電磁的記録にあっては、記録され

た事項を審査会が定める方法により表

示したもの。以下同じ）。の閲覧又は

当該意見書又は資料の写し若しくは当

該電磁的記録に記録された事項を記載

し た 書 面 の 交 付 を 求 め る こ と が で き

る。この場合において、審査会は、第

三者の利益を害するおそれがあると認

めるとき、その他正当な理由があると

きでなければ、その閲覧を拒むことが

できない。 

２ 審査会は、前項の規定による閲覧を

させ、又は同項の規定による交付をし

ようとするときは、当該閲覧又は交付

に係る意見書又は資料の提出人の意見

を聴かなければならない。ただし、審

査 会 が そ の 必 要 が な い と 認 め る と き

は、この限りでない。 

３ 審査会は、第１項の規定による閲覧

について、日時及び場所を指定するこ

とができる。 

４ 第１項の規定による交付を受ける審

査請求人又は参加人は、実施機関の定

めるところにより、当該写し又は書面

の作成その他交付に要する費用（以下

「交付費用」という。）を負担しなけ

ればならない。 

５ 前項の規定にかかわらず、審査会が

経済的困難その他特別の理由があると

認めるときは、交付費用を減額し、又

（意見書等の提出） 

第 22条  不 服 申 立 人 等 は 、 審 査 会 に 対

し、意見書又は資料を提出することが

できる。ただし、審査会が意見書又は

資料を提出すべき相当の期間を定めた

ときは、その期間内にこれを提出しな

ければならない。 

（提出資料の閲覧） 

第 23条  不 服 申 立 人 等 は 、 審 査 会 に 対

し、審査会に提出された意見書又は資

料の閲覧を求めることができる。この

場合において、審査会は、第三者の利

益を害するおそれがあると認めるとき

その他正当な理由があるときでなけれ

ば、その閲覧を拒むことができない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  審査会は、前項の規定による閲覧に

ついて、日時及び場所を指定すること

ができる。 
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は免除することができる。 

（答申書の送付等） 

第25条 審査会は、諮問に対する答申を

したときは、答申書の写しを審査請求

人及び参加人に送付しなければならな

い。 

２ 諮問庁は、諮問に対する答申を得た

ときは、その内容を公表するものとす

る。 

 

 

（答申書の送付等） 

第25条 審査会は、諮問に対する答申を

したときは、答申書の写しを不服申立

人及び参加人に送付しなければならな

い。 

２ 諮問庁は、諮問に対する答申を得た

ときは、その内容を公表するものとす

る。 

 

備考 

１  改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄中下線が引かれ

た部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２  改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３  改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、行政不服審査法（平成26年法律第68号）の施行の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に改正前の阪神水道企業団情報

公開条例第８条及び第９条の規定に基づきされた公文書の開示又は第11条第２項の規

定に基づきされた公文書の全部を開示しない旨の決定若しくは第６条の規定に基づき

された公文書の開示の請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例

による。 

                                          

阪神水道企業団職員退職手当金条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 平成28年３月23日 

阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦 

阪神水道企業団条例第４号 

   阪神水道企業団職員退職手当金条例の一部を改正する条例 

阪神水道企業団職員退職手当金条例（昭和24年条例第39号）の一部を次のように改正

する。 

改 正 後 改 正 前 

 

 （退職手当の支払の差止め） 

第11条の２ 省略 

２及び３ 省略 

４  前３項の規定による一般の退職手当

等の額の支払を差し止める処分（以下

「支払差止処分」という。）を受けた

 

（退職手当の支払の差止め） 

第11条の２ 省略 

２及び３ 省略 

４ 前３項の規定による一般の退職手当

等の額の支払を差し止める処分（以下

「支払差止処分」という。）を受けた
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者は、行政不服審査法（平成26年法律

第68号）第18条第１項本文に規定する

期間が経過した後においては、当該支

払差止処分後の事情の変化を理由に、

企業長に対し、その取消しを申し立て

ることができる。 

 

者は、行政不服審査法（昭和37年法律

第160号）第14条第１項又は第45条に

規定する期間が経過した後において

は、当該支払差止処分後の事情の変化

を理由に、企業長に対し、その取消し

を申し立てることができる。 

 

備考 

１  改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引か

れた部分（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３  改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

   附 則 

 この条例は、行政不服審査法（平成26年法律第68号）の施行の日から施行する。 

                                          

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例

をここに公布する。 

 平成28年３月23日 

阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦 

阪神水道企業団条例第５号 

   議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改 

正する条例 

 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和42年条例第６号）

の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

附 則 

（他の法令による給付との調整） 

第５条 年金たる補償の額は、当該補償

の事由となつた障害又は死亡について

次の表の左欄に掲げる年金たる補償の

種類に応じ、同表の中欄に掲げる法律

による年金たる給付が支給される場合

には、当分の間、この条例の規定にか

かわらず、この条例の規定による年金

たる補償の年額に、同表の左欄に掲げ

る当該年金たる補償の種類に応じ、同

表の中欄に掲げる当該法律による年金

たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率

を乗じて得た額（その額が当該年金た

 

附 則 

（他の法令による給付との調整） 

第５条 年金たる補償の額は、当該補償

の事由となつた障害又は死亡について

次の表の左欄に掲げる年金たる補償の

種類に応じ、同表の中欄に掲げる法律

による年金たる給付が支給される場合

には、当分の間、この条例の規定にか

かわらず、この条例の規定による年金

たる補償の年額に、同表の左欄に掲げ

る当該年金たる補償の種類に応じ、同

表の中欄に掲げる当該法律による年金

たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率

を乗じて得た額（その額が当該年金た
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る補償の年額から当該補償の事由とな

つた障害又は死亡について支給される

同表の中欄に掲げる当該法律による年

金たる給付の額の合計額を控除した残

額 を 下 回 る 場 合 に は 、 当 該 残 額 ） と

し、これらの額に50円未満の端数があ

るときは、これを切り捨て、50円以上

100円未満の端数があるときは、これ

を100円に切り上げるものとする。 

傷

病

補

償

年

金 

厚生年金保険法（昭和29

年 法 律 第 115号 ） に よ る

障害厚生年金又は被用者

年金制度の一元化等を図

るための厚生年金保険法

等の一部を改正する法律

（平成24年法律第63号。

以 下 「 平 成 24 年 一 元 化

法」という。）附則第41

条第１項の規定による障

害共済年金若しくは平成

24年一元化法附則第65条

第１項の規定による障害

共済年金（以下単に「障

害 厚 生 年 金 等 」 と い

う 。 ） 及 び 国 民 年 金 法

（ 昭 和 34 年 法 律 第 141

号）による障害基礎年金

（同法第30条の４の規定

による障害基礎年金を除

く。以下単に「障害基礎

年金」という。） 

0.73

障害厚生年金等（当該補

償の事由となつた障害に

ついて障害基礎年金が支

給される場合を除く。） 

0.88

障害基礎年金（当該補償

の事由となつた障害につ

いて障害厚生年金等又は

平成24年一元化法附則第

37条第１項に規定する給

0.88

る補償の年額から当該補償の事由とな

つた障害又は死亡について支給される

同表の中欄に掲げる当該法律による年

金たる給付の額の合計額を控除した残

額 を 下 回 る 場 合 に は 、 当 該 残 額 ） と

し、これらの額に50円未満の端数があ

るときは、これを切り捨て、50円以上

100円未満の端数があるときは、これ

を100円に切り上げるものとする。 

傷

病

補

償

年

金

厚生年金保険法（昭和29

年 法 律 第 115号 ） に よ る

障害厚生年金又は被用者

年金制度の一元化等を図

るための厚生年金保険法

等の一部を改正する法律

（平成24年法律第63号。

以 下 「 平 成 24 年 一 元 化

法」という。）附則第41

条第１項の規定による障

害共済年金若しくは平成

24年一元化法附則第65条

第１項の規定による障害

共済年金（以下単に「障

害 厚 生 年 金 等 」 と い

う 。 ） 及 び 国 民 年 金 法

（ 昭 和 34 年 法 律 第 141

号）による障害基礎年金

（同法第30条の４の規定

による障害基礎年金を除

く。以下単に「障害基礎

年金」という。） 

0.73

障害厚生年金等（当該補

償の事由となつた障害に

ついて障害基礎年金が支

給される場合を除く。） 

0.86

障害基礎年金（当該補償

の事由となつた障害につ

いて障害厚生年金等又は

平成24年一元化法附則第

37条第１項に規定する給

0.88
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付 の う ち 障 害 共 済 年 金

（以下「平成24年一元化

法改正前国共済法による

障 害 共 済 年 金 」 と い

う。）若しくは平成24年

一元化法附則第61条第１

項に規定する給付のうち

障害共済年金（以下「平

成24年一元化法改正前地

共済法による障害共済年

金」という。）が支給さ

れる場合を除く。） 

国民年金法等の一部を改

正する法律（昭和60年法

律第34号。以下「国民年

金等改正法」という。）

附則第87条第１項に規定

する年金たる保険給付の

うち障害年金（以下「旧

船員保険法による障害年

金」という。） 

0.75

国民年金等改正法附則第

78条第１項に規定する年

金たる保険給付のうち障

害年金（以下「旧厚生年

金 保 険 法 に よ る 障 害 年

金」という。） 

0.75

国民年金等改正法附則第

32条第１項に規定する年

金たる給付のうち障害年

金（以下「旧国民年金法

に よ る 障 害 年 金 」 と い

う。） 

0.89

障

害

補

償

年

金 

障害厚生年金等及び障害

基礎年金 
0.73

障害厚生年金等（当該補

償の事由となつた障害に

ついて障害基礎年金が支

給される場合を除く。） 

0.83

障害基礎年金（当該補償 0.88

付 の う ち 障 害 共 済 年 金

（以下「平成24年一元化

法改正前国共済法による

障 害 共 済 年 金 」 と い

う。）若しくは平成24年

一元化法附則第61条第１

項に規定する給付のうち

障害共済年金（以下「平

成24年一元化法改正前地

共済法による障害共済年

金」という。）が支給さ

れる場合を除く。） 

国民年金法等の一部を改

正する法律（昭和60年法

律第34号。以下「国民年

金等改正法」という。）

附則第87条第１項に規定

する年金たる保険給付の

うち障害年金（以下「旧

船員保険法による障害年

金」という。） 

0.75

国民年金等改正法附則第

78条第１項に規定する年

金たる保険給付のうち障

害年金（以下「旧厚生年

金 保 険 法 に よ る 障 害 年

金」という。） 

0.75

国民年金等改正法附則第

32条第１項に規定する年

金たる給付のうち障害年

金（以下「旧国民年金法

に よ る 障 害 年 金 」 と い

う。） 

0.89

障

害

補

償

年

金

障害厚生年金等及び障害

基礎年金 
0.73

障害厚生年金等（当該補

償の事由となつた障害に

ついて障害基礎年金が支

給される場合を除く。） 

0.83

障害基礎年金（当該補償 0.88
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の事由となつた障害につ

いて障害厚生年金等又は

平成24年一元化法改正前

国共済法による障害共済

年金若しくは平成24年一

元化法改正前地共済法に

よる障害共済年金が支給

される場合を除く。） 

旧船員保険法による障害

年金 
0.74

旧厚生年金保険法による

障害年金 
0.74

旧国民年金法による障害

年金 
0.89

遺

族

補

償

年

金 

厚生年金保険法による遺

族厚生年金又は平成24年

一元化法附則第41条第１

項の規定による遺族共済

年金若しくは平成24年一

元化法附則第65条第１項

の規定による遺族共済年

金（以下単に「遺族厚生

年金等」という。）及び

国民年金法による遺族基

礎年金（国民年金等改正

法附則第28条第１項の規

定による遺族基礎年金を

除く。以下単に「遺族基

礎年金」という。） 

0.80

遺族厚生年金等（当該補

償の事由となつた死亡に

ついて遺族基礎年金が支

給される場合を除く。） 

0.84

遺族基礎年金（当該補償

の事由となつた死亡につ

いて遺族厚生年金等又は

平成24年一元化法附則第

37条第１項に規定する給

付のうち遺族共済年金若

しくは平成24年一元化法

0.88

の事由となつた障害につ

いて障害厚生年金等又は

平成24年一元化法改正前

国共済法による障害共済

年金若しくは平成24年一

元化法改正前地共済法に

よる障害共済年金が支給

される場合を除く。） 

旧船員保険法による障害

年金 
0.74

旧厚生年金保険法による

障害年金 
0.74

旧国民年金法による障害

年金 
0.89

遺

族

補

償

年

金

厚生年金保険法による遺

族厚生年金又は平成24年

一元化法附則第41条第１

項の規定による遺族共済

年金若しくは平成24年一

元化法附則第65条第１項

の規定による遺族共済年

金（以下単に「遺族厚生

年金等」という。）及び

国民年金法による遺族基

礎年金（国民年金等改正

法附則第28条第１項の規

定による遺族基礎年金を

除く。以下単に「遺族基

礎年金」という。） 

0.80

遺族厚生年金等（当該補

償の事由となつた死亡に

ついて遺族基礎年金が支

給される場合を除く。） 

0.84

遺族基礎年金（当該補償

の事由となつた死亡につ

いて遺族厚生年金等又は

平成24年一元化法附則第

37条第１項に規定する給

付のうち遺族共済年金若

しくは平成24年一元化法

0.88
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附則第61条第１項に規定

する給付のうち遺族共済

年金が支給される場合を

除く。）又は国民年金法

による寡婦年金 

国民年金等改正法附則第

87条第１項に規定する年

金たる保険給付のうち遺

族年金 

0.80

国民年金等改正法附則第

78条第１項に規定する年

金たる保険給付のうち遺

族年金 

0.80

国民年金等改正法附則第

32条第１項に規定する年

金たる給付のうち母子年

金、準母子年金、遺児年

金又は寡婦年金 

0.90

２ 休業補償の額は、同一の事由につい

て次の表の左欄に掲げる法律による年

金たる給付が支給される場合には、当

分 の 間 、 こ の 条 例 の 規 定 に か か わ ら

ず、この条例の規定による休業補償の

額に、同表の左欄に掲げる法律による

年金たる給付の種類に応じ、同表の右

欄に掲げる率を乗じて得た額（その額

がこの条例の規定による休業補償の額

から同一の事由について支給される当

該年金たる給付の合計額を 365で除し

て得た額を控除した残額を下回る場合

には、当該残額）とする。 

障害厚生年金等及び障害基礎

年金 

0.73

障害厚生年金等（当該補償の

事由となつた障害について障

害基礎年金が支給される場合

を除く。） 

0.88

障害基礎年金（当該補償の事

由となつた障害について障害

厚生年金等又は平成24年一元

0.88

附則第61条第１項に規定

する給付のうち遺族共済

年金が支給される場合を

除く。）又は国民年金法

による寡婦年金 

国民年金等改正法附則第

87条第１項に規定する年

金たる保険給付のうち遺

族年金 

0.80

国民年金等改正法附則第

78条第１項に規定する年

金たる保険給付のうち遺

族年金 

0.80

国民年金等改正法附則第

32条第１項に規定する年

金たる給付のうち母子年

金、準母子年金、遺児年

金又は寡婦年金 

0.90

２ 休業補償の額は、同一の事由につい

て次の表の左欄に掲げる法律による年

金たる給付が支給される場合には、当

分 の 間 、 こ の 条 例 の 規 定 に か か わ ら

ず、この条例の規定による休業補償の

額に、同表の左欄に掲げる法律による

年金たる給付の種類に応じ、同表の右

欄に掲げる率を乗じて得た額（その額

がこの条例の規定による休業補償の額

から同一の事由について支給される当

該年金たる給付の合計額を 365で除し

て得た額を控除した残額を下回る場合

には、当該残額）とする。 

障害厚生年金等及び障害基礎

年金 

0.73

障害厚生年金等（当該補償の

事由となつた障害について障

害基礎年金が支給される場合

を除く。） 

0.86

障害基礎年金（当該補償の事

由となつた障害について障害

厚生年金等又は平成24年一元

0.88
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化法改正前国共済法による障

害共済年金若しくは平成24年

一元化法改正前地共済法によ

る障害共済年金が支給される

場合を除く。） 

旧船員保険法による障害年金 0.75

旧厚生年金保険法による障害

年金 

0.75

旧国民年金法による障害年金 0.89

  

化法改正前国共済法による障

害共済年金若しくは平成24年

一元化法改正前地共済法によ

る障害共済年金が支給される

場合を除く。） 

旧船員保険法による障害年金 0.75

旧厚生年金保険法による障害

年金 

0.75

旧国民年金法による障害年金 0.89

  

備考 

１  改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引か

れた部分（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３  改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

   附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この条例による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例附則第５条第１項及び第２項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事

由の生じた傷病補償年金及び休業補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以

後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日

前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償について

は、なお従前の例による。  

                                          

阪神水道企業団職員の退職管理に関する条例をここに公布する。 

 平成28年３月23日 

阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦 

阪神水道企業団条例第６号 

阪神水道企業団職員の退職管理に関する条例 

（趣旨）  

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）第38

条の２第８項及び第38条の６第２項の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（再就職者による依頼等の規制） 

第２条 法第38条の２第１項、第４項及び第５項の規定によるもののほか、再就職者

（同条第１項に規定する再就職者をいう。）のうち、同条第８項の国家行政組織法

（昭和23年法律第120号）第21条第１項に規定する部長又は課長の職に相当する職とし

て規則で定めるものに離職した日の５年前の日より前に就いていた者は、当該職に就
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いていた時に在職していた執行機関の組織等（法第38条の２第１項に規定する地方公

共団体の執行機関の組織等をいう。）の役職員（同項に規定する役職員をいう。）又

は同条第８項の役職員に類する者として規則で定めるものに対し、契約等事務（同条

第１項に規定する契約等事務をいう。）であって離職した日の５年前の日より前の職

務（当該職に就いていたときの職務に限る。）に属するものに関し、離職後２年間、

職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。 

（企業長への届出） 

第３条 管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものに就いている職員

であった者（退職手当通算予定職員（法第38条の２第３項に規定する退職手当通算予

定職員をいう。）であった者であって引き続いて退職手当通算法人（同条第２項に規

定する退職手当通算法人をいう。）の地位に就いている者及び公益的法人等への一般

職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成12年法律第50号）第10条第２項に規定す

る退職派遣者を除く。）は、離職後２年間、営利企業以外の法人その他の団体の地位

に就いた場合（報酬を得る場合に限る。）又は営利企業の地位に就いた場合は、日々

雇い入れられる者となった場合その他規則で定める場合を除き、規則で定めるところ

により、速やかに、企業長に規則で定める事項を届け出なければならない。 

附 則 

この条例は、平成 28 年４月１日から施行する。 

 

◇規     則◇ 

 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主を定める規則をここに

公布する。 

平成28年３月16日 

阪神水道企業団 

企業長 山 中   敦 

阪神水道企業団規則第１号 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主を定める規則 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令（平成27年政令第318号）第1

条第２項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年

法律第64号）第15条第１項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定める

ものは、次の表の左欄に掲げるものとし、同表の右欄に掲げる職員についての特定事業

主行動計画を策定するものとする。 

阪神水道企業団企業長    阪神水道企業団に勤務する職員 

附 則 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 
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 阪神水道企業団情報公開条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成28年３月23日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦 

阪神水道企業団規則第２号 

阪神水道企業団情報公開条例施行規則の一部を改正する規則 

 阪神水道企業団情報公開条例施行規則（平成16年規則第１号）の一部を次のように改

正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（開示請求書、実施機関が行う決定等

の通知書） 

第２条 省略 

２ 次の各号に規定する場合における通知は、

それぞれ当該各号に定める通知書によ

り行うものとする。 

⑴～⑽ 省略 

⑾  開示決定に対する第三者からの審

査請求を却下又は棄却する旨を通知

する場合  様式第 13号による開示決

定に対する審査請求を却下（棄却）

する旨の通知書 

⑿  審査請求に係る開示決定等を変更

し、当該開示決定等に係る公文書を

開示する旨の裁決又は決定をする旨

を通知する場合  様式第 14号による

開示決定等に対する審査請求を認容

する旨の通知書 

３ 省略 

（電磁的記録の開示の実施の方法） 

第３条 条例第14条第２項に規定する別に

定める方法は、次の各号に掲げる電磁

的記録の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める方法とする。 

⑴  録音テープ又は録音ディスク  次

に掲げる方法であって、実施機関が

現に使用している専用機器により行

うことができるもの 

ア及びイ 省略 

ウ  当該録音テープ又は録音ディス

 

（開示請求書、実施機関が行う決定等

の通知書） 

第２条 省略 

２ 次の各号に規定する場合における通知は、

それぞれ当該各号に定める通知書によ

り行うものとする。 

⑴～⑽ 省略 

⑾  開示決定に対する第三者からの不

服申立てを却下又は棄却する旨を通

知する場合  様式第 13号による開示

決定に対する不服申立てを却下（棄

却）する旨の通知書 

⑿  不服申立てに係る開示決定等を変

更し、当該開示決定等に係る公文書

を開示する旨の裁決又は決定をする

旨を通知する場合  様式第 14号によ

る開示決定等に対する不服申立てを

認容する旨の通知書 

３ 省略 

（電磁的記録の開示の実施の方法） 

第３条 条例第14条第２項に規定する別に

定める方法は、次の各号に掲げる電磁

的記録の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める方法とする。 

⑴  録音テープ又は録音ディスク  次

に掲げる方法であって、実施機関が

現に使用している専用機器により行

うことができるもの 

ア及びイ 省略 
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クをコンパクトディスク（直径が

120ミ リ メ ー ト ル で あ る も の に 限

る。以下同じ。）に複写したもの

の交付 

⑵  ビデオテープ又はビデオディスク

次に掲げる方法であって、実施機関

が現に使用している専用機器により

行うことができるもの 

ア及びイ 省略 

ウ  当該ビデオテープ又はビデオデ

ィスクをコンパクトディスクに複

写したものの交付 

エ  当該ビデオテープ又はビデオデ

ィスクをＤＶＤ（直径が120ミリメ

ートルであるものに限る。以下同

じ。）に複写したものの交付 

⑶  前２号に掲げる電磁的記録以外の

電磁的記録  次に掲げる方法であっ

て、実施機関がその保有するプログ

ラム（電子計算機に対する指令であ

って一の結果を得ることができるよ

うに組み合わされたものをいう。以

下同じ。）により行うことができる

もの 

ア  当該電磁的記録を用紙（Ａ３判

までの大きさのものに限る。以下

同じ。）に出力したものの閲覧 

 

イ 省略 

ウ  当該電磁的記録を用紙に出力し

たものの交付 

 

 

 

 

 

エ  当該電磁的記録をコンパクトデ

ィスクに複写したものの交付 

 

 

 

 

 

 

⑵  ビデオテープ又はビデオディスク

次に掲げる方法であって、実施機関

が現に使用している専用機器により

行うことができるもの 

ア及びイ 省略 

 

 

 

 

 

 

 

⑶  前２号に掲げる電磁的記録以外の

電磁的記録  次に掲げる方法であっ

て、実施機関がその保有するプログ

ラム（電子計算機に対する指令であ

って一の結果を得ることができるよ

うに組み合わされたものをいう。以

下同じ。）により行うことができる

もの 

ア  当該電磁的記録を日本工業規格

Ａ 列 ３ 番 （ 以 下 「 Ａ ３ 判 」 と い

う。）以下の大きさの用紙に出力

したものの閲覧 

イ 省略 

ウ  当該電磁的記録をＡ３判以下の

大きさの用紙に出力したものの交

付 

エ  当該電磁的記録をフロッピーデ

ィスク（幅が 90ミリメートルであ

るものに限る。）に複写したもの

の交付 

オ  当該電磁的記録をコンパクトデ

ィスク（直径が120ミリメートルで

あるものに限る。）に複写したも

のの交付 



    平成 28 年 4月 15 日     阪 神 水 道 企 業 団 公 報             第 291 号     

 - 30 -

オ  当該電磁的記録をＤＶＤに複写

したものの交付 

 

（公文書の開示に係る費用） 

第６条 条例第15条第１項に規定する通知

に要する費用及び同条第２項に規定す

る当該公文書の写しの作成その他の交

付に要する費用は、次の各号に掲げる

区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額とする。 

 

⑴  決定通知書及び写しの送付  普通

郵便による郵便料金の額 

 

⑵  用紙に複写又は出力したものの交

付  白黒のものにあっては 10円、カ

ラーのものにあっては 20円（両面に

複写され、又は出力された用紙につ

いては、片面を１枚として額を算定

する。） 

⑶  録音カセットテープに複写したも

のの交付 １巻につき100円 

⑷  ビデオカセットテープに複写した

ものの交付 １巻につき100円 

⑸  コンパクトディスクに複写したも

のの交付 １枚につき100円 

⑹  ＤＶＤに複写したものの交付  １

枚につき100円 

 

 

⑺  第３条第３号に規定する電磁的記

録について、前２号に規定する方法

のほか、当該電磁的記録の性質に応

じ、作成した写し又は複写したもの

の交付  当該写し又は複写に要する

費用相当額 

⑻  マ イ ク ロ フ ィ ル ム 、 写 真 フ ィ ル

ム、スライド等について、当該公文

書の性質に応じ、作成した写し又は

複写したものの交付  当該写し又は

 

 

 

（公文書の開示に係る費用） 

第６条 条例第15条第１項に規定する通知

に要する費用及び同条第２項に規定す

る当該公文書の写しの作成その他の交

付に要する費用は、次の各号に掲げる

区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額とし、前納とする。 

 

⑴  決定通知書及び写しの送付  普通

郵便による郵便料金の額（郵便切手

によるものとする。） 

⑵  文書、図画又は写真についての写

し（Ａ３判までの大きさのものに限

る。）の交付１枚につき白黒のもの

にあっては 10円、カラーのものにあ

っては100円 

 

⑶  第 ３ 条 第 １ 号 イ に 規 定 す る 交 付

１巻につき150円 

⑷  第 ３ 条 第 ２ 号 イ に 規 定 す る 交 付

１巻につき200円 

⑸  第 ３ 条 第 ３ 号 ウ に 規 定 す る 交 付

１枚につき10円 

⑹  第 ３ 条 第 ３ 号 エ に 規 定 す る 交 付

１枚につき30円 

⑺  第 ３ 条 第 ３ 号 オ に 規 定 す る 交 付

１枚につき100円 

⑻  第３条第３号に規定する電磁的記

録について、前２号に規定する方法

のほか、当該電磁的記録の性質に応

じ、作成した写し又は複写したもの

の交付  当該写し又は複写に要する

費用相当額 

⑼  マ イ ク ロ フ ィ ル ム 、 写 真 フ ィ ル

ム、スライド等について、当該公文

書の性質に応じ、作成した写し又は

複写したものの交付  当該写し又は



    平成 28 年 4月 15 日     阪 神 水 道 企 業 団 公 報             第 291 号     

 - 31 -

複写に要する費用相当額 

（意見書又は資料の交付に係る費用） 

第７条 条例第23条第４項の規定に基づ

き、同条第１項の規定による交付を受

ける審査請求人又は参加人が負担する

意見書又は資料の写し又は書面の作成

その他交付に要する費用については、

前条第２号から第８号までの規定を準

用する。 

 

様式第１号 

 

 

様式第３号 

 

複写に要する費用相当額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１号 

 

 

様式第３号 
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様式第４号 

 

 

様式第５号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第４号 

 

 

様式第５号 
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様式第６号 

 

 

様式第11号 

 

様式第６号 

 

 

様式第11号 

 

 

備考 

１  改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれ

た部分（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２  改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３  改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

   附 則 

この規則は、行政不服審査法（平成26年法律第68号）の施行の日から施行する。 
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 阪神水道企業団職員退職手当金条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成28年３月23日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦 

阪神水道企業団規則第３号 

阪神水道企業団職員退職手当金条例施行規則の一部を改正する規則 

 阪神水道企業団職員退職手当金条例施行規則（昭和40年規則第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（第８条の２関係） 

第３条 省略 

２ 省略 

３  条 例 第 ８ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る

「傷病により退職し」とは、次の各号

のいずれかに該当する場合をいう。 

⑴  厚生年金保険法（昭和 29年法律第

115号）第47条第２項に規定する障害

等級に該当する程度の障害の状態に

ある傷病により退職するとき。 

 ⑵ 省略 

４～５ 省略 

（第８条の３関係） 

第４条  条例第８条の３に規定する「傷

病により退職し」とは、次の各号のい

ずれかに該当する場合をいう。 

⑴  厚生年金保険法第 47条第２項に規

定する障害等級に該当する程度の障

害の状態にある傷病により退職する

とき。 

 ⑵ 省略 

２ 省略 

 

（第８条の２関係） 

第３条 省略 

２ 省略 

３  条 例 第 ８ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る

「傷病により退職し」とは、次の各号

のいずれかに該当する場合をいう。 

⑴  地方公務員等共済組合法別表第１

に掲げる程度の障害の状態にある傷

病により退職するとき。 

 

 ⑵ 省略 

４～５ 省略 

（第８条の３関係） 

第４条  条例第８条の３に規定する「傷

病により退職し」とは、次の各号のい

ずれかに該当する場合をいう。 

⑴  地方公務員等共済組合法（昭和 37

年法律第152号）別表第１に掲げる程

度の障害の状態にある傷病により退

職するとき。 

 ⑵ 省略 

２ 省略 

 

備考 

１  改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれ

た部分（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２  改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３  改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正

する規則をここに公布する。 

  平成28年３月23日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦 

阪神水道企業団規則第４号 

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一 

部を改正する規則 

 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則（平成７年規

則第１号）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（日常生活上必要な行為） 

第３条  条例第２条の２第２項ただし書

の日常生活上必要な行為であって規則

で定めるものは、次に掲げる行為とす

る。 

⑴ 省略 

⑵ 学校教育法（昭和22年法律第26号）

第１条に規定する学校において行わ

れる教育、職業能力開発促進法（昭

和44年法律第64号）第15条の７第３項

に規定する公共職業訓練施設におい

て行われる職業訓練その他これらに

準ずる教育訓練であって職業能力の

向上に資するものを受ける行為 

⑶～⑸ 省略 

 

 

（日常生活上必要な行為） 

第３条  条例第２条の２第２項ただし書

の日常生活上必要な行為であって規則

で定めるものは、次に掲げる行為とす

る。 

⑴ 省略 

⑵ 学校教育法（昭和22年法律第26号）

第１条に規定する学校において行わ

れる教育、職業能力開発促進法（昭

和44年法律第64号）第15条の６第３項

に規定する公共職業訓練施設におい

て行われる職業訓練その他これらに

準ずる教育訓練であって職業能力の

向上に資するものを受ける行為 

⑶～⑸ 省略 
 

備考 

１  改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれ

た部分（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２  改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３  改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

                                          

 阪神水道企業団職員の退職管理に関する規則をここに公布する。 

  平成28年３月23日 

阪神水道企業団 

企業長 山 中   敦 

阪神水道企業団規則第５号 
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阪神水道企業団職員の退職管理に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）第38

条の２及び第60条第４号から第７号まで並びに阪神水道企業団職員の退職管理に関す

る条例（平成28年条例第６号。以下「条例」という。）第３条の規定に基づき、職員

の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（離職前５年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者） 

第２条 法第38条の２第１項の離職前５年間に在職していた地方公共団体の執行機関の

組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者（同項に規定する再

就職者をいう。以下同じ。）が離職前５年間に就いていた職が廃止された場合におけ

る当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員

（同項に規定する役職員をいう。以下同じ。）が属する執行機関の組織等（同項に規

定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。）（当該再就職者が当該

職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。）に属する役職員とする。 

（子法人） 

第３条 法第38条の２第１項の国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の２第１

項に規定する子法人の例を基準として規則で定めるものは、一の営利企業等（法第38

条の２第１項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。）が株主等（株主若しくは社

員又は発起人その他の法人の設立者をいう。）の議決権（株主総会において決議をす

ることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議

決権を除き、会社法（平成17年法律第86号）第879条第３項の規定により議決権を有す

るものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。）の総数の100分の50を

超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営

利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する

法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。 

（退職手当通算法人） 

第４条 法第38条の２第２項の規則で定める法人は、地方独立行政法人のほか、次に掲

げる法人とする。 

⑴ 沖縄振興開発金融公庫 

⑵ 国家公務員退職手当法施行令（昭和28年政令第215号）第９条の２に規定する法人 

（退職手当通算予定職員） 

第５条 法第38条の２第３項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定

されている者のうち規則で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算

法人に使用される者となるため退職する時に阪神水道企業団職員退職手当金条例（昭

和24年条例第39号）の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とす

る。 

（内部組織の長に準ずる職） 

第６条 法第38条の２第４項の地方自治法第158条第１項に規定する普通地方公共団体の

長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、職務の級

が７級の職とする。 
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（内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織

等の役職員に類する者） 

第７条 法第38条の２第４項の前条で定める職（以下この条において「内部組織の長等

の職」という。）に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の

役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の５年前の日よ

り前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該

内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属す

る執行機関の組織等（当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職

していた執行機関の組織等を除く。）に属する役職員とする。 

（在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者） 

第８条 法第38条の２第５項の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員

に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止され

た場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当して

いる役職員が属する執行機関の組織等（当該再就職者が当該職に就いていた時に在職

していた執行機関の組織等を除く。）に属する役職員とする。 

（地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務） 

第９条 法第38条の２第６項第１号の地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連

を有する業務として規則で定めるものは、地方独立行政法人及び第４条各号に掲げる

法人が行う業務とする。 

（行政庁等への権利行使等に類する場合） 

第10条 法第38条の２第６項第２号の規則で定める場合は、法令に違反する事実がある

場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、

当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすること

を求める場合とする。 

（再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場

合） 

第11条 法第38条の２第６項第６号の規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る

職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として

企業長が定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職

務に関するものである場合とする。 

（再就職者による依頼等の承認の手続） 

第12条 法第38条の２第６項第６号の承認（以下この条において「依頼等の承認」とい

う。）を得ようとする再就職者は、再就職者による依頼等の承認申請書（様式第１）

を企業長に提出しなければならない。 

（再就職者による依頼等の届出の手続） 

第13条 法第38条の２第７項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼（以下

この条において「依頼等」という。）を受けた後、遅滞なく、再就職者から依頼等を

受けた場合の届出書（様式第２）を企業長に提出して行うものとする。 

（部長又は課長に相当する職） 

第14条 法第38条の２第８項の国家行政組織法第21条第１項に規定する部長又は課長の
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職に相当する職として規則で定めるものは、職務の級が６級の職とする。 

（部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役

職員に類する者） 

第15条 法第38条の２第８項の国家行政組織法第21条第１項に規定する部長又は課長の

職に相当する職（以下この条において「部課長等の職」という。）に就いていた時に

在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定め

るものは、再就職者が離職した日の５年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃

止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当してい

た職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等（当該再就職者が当該部課長

等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。）に属する役職員と

する。 

（離職前５年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類

する者） 

第16条 法第60条第４号の離職前５年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織

等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第２条に定めるものとする。 

（内部組織の長に準ずる職） 

第17条 法第60条第５号の地方自治法第158条第１項に規定する普通地方公共団体の長の

直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、第６条に定め

るものとする。 

（内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織

等に属する役職員に類する者） 

第18条 法60条第５号の地方自治法第158条第１項に規定する普通地方公共団体の長の直

近下位の内部組織の長又は前条で定める職に就いていた時に在職していた地方公共団

体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第７条

に定めるものとする。 

（在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者） 

第19条 法第60条第６号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職

員に類する者として規則で定めるものは、第８条に定めるものとする。 

（部長又は課長に相当する職） 

第20条 法第60条第７号の国家行政組織法第21条第１項に規定する部長又は課長の職に

相当する職として規則で定めるものは、第14条に定めるものとする。 

（部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属

する役職員に類する者） 

第21条 法第60条第７号の国家行政組織法第21条第１項に規定する部長又は課長の職に

相当する職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する

役職員に類する者として規則で定めるものは、第15条に定めるものとする。 

（管理又は監督の地位にある職員の職） 

第22条 条例第３条の管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものは、

職務の級が６級以上の職とする。 

（企業長への再就職の届出を要しない場合） 
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第23条 条例第３条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

⑴ 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、地方公務員又は国家公務員（以

下この号において「地方公務員等」という。）となるため退職し、引き続き地方公

務員等となった場合 

⑵ 法第28条の４第１項又は第28条の５第１項の規定により職員として採用された場

合 

⑶ 営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であって、企業長が定める

額以下の報酬を得る場合 

（企業長への再就職の届出） 

第24条 条例第３条の規定による届出は、再就職届出書（様式第３）を企業長に提出し

て行うものとする。 

 （その他） 

第25条 この規則に定めるもののほか、職員の退職管理に関し必要な事項は、企業長が

別に定める。 

   附 則 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

 

様式第１（第 12 条関係） 

再就職者による依頼等の承認申請書 

    年    月    日  

企業長          様 

   地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 38 条の２第６項第６号の規定

に基づき、下記のとおり承認を申請します。 

   この申請書の記載事項は、事実に相違ありません。 

１ 申請者 

 

２ 離職時及び離職前の状況 

 

歳）

（ふりがな） （ ） 　生年月日（年齢）

　氏   名 　　　㊞ 年 月 日生（

　勤務先（営利企業等）の名称 　勤務先における地位（役職等）

　連絡先 TEL（       －       －       ） FAX（ － －       ）

　勤務先（営利企業等）の業務内容

自
至

年
年

日
日

自
至

年
年

日
日

自
至

年
年

日
日

自
至

年
年

日
日

自
至

年
年

日
日

自
至

年
年

日
日

自
至

年
年

日
日

自
至

年
年

日
日

離
職
前
５
年
間
(※

)

の
在
職
状
況
等

　離 職 日  　　        年 月       日 　離職時の職

所属・職 在職期間 職務内容
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
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   ※  申請者が地方公務員法第 38 条の２第４項又は第８項に規定する職に就いていた場合に 

あっては、当該職に就いていた期 

３ 要求又は依頼する事項と勤務先（営利企業等）との契約等の関係 

 

４ 要求又は依頼の対象となる役職員 

 
５ 要求又は依頼の対象となる契約等事務の内容 

 

６ 要求又は依頼の具体的な内容 

 

７ その他参考事項 

 

 

 

 

  

様式第２（第 13 条関係） 

再就職者から依頼等を受けた場合の届出書 

    年    月    日  

企業長        様 

　在職していた執行機関の組織等において自らが締結を決定した勤務先（営利企業等）又はその子法人
との契約に関する要求又は依頼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□ 該当する        □ 該当しない

　在職していた執行機関の組織等において自らが決定した勤務先（営利企業等）又はその子法人に対す
る処分に関する要求又は依頼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□ 該当する        □ 該当しない

　氏 名（ふりがな） （ ）

　所属 　職

　職務内容

 □

 □　電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として企業長が定めるものを受ける
契約に関する
　 職務に関するもの

その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するもの

　職務の内容及び職務に係る役職員の裁量の程度

 □ 上記の２項目のいずれにも該当しない

企業団記入欄

　受理番号

　処理結果区分

　□ 承認

　□ 不承認

　□ 却下 （承認を必要としない）

　承認又は不承認の理由

　承認番号
　処理年月
日

　　年 　月 日
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  地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 38 条の２第７項の規定に基づ

き、下記のとおり届け出ます。 

  この届出書の記載事項は、事実に相違ありません。 

１ 届出者 

 

２ 要求又は依頼をした再就職者の氏名等 

 

３ 要求又は依頼の内容 

 

 

  

様式第３（第24条関係） 

再就職届出書 

年  月  日  

企業長        様 

阪神水道企業団職員の退職管理に関する条例第３条の規定に基づき、下記の

とおり届け出ます。 

この届出書の記載事項は、事実に相違ありません。 

（ ふ り が な ） 

氏 名 

（                           ） 

 ㊞   

生 年 月 日

（ 年 齢 ） 

        年    月    日生 

（   歳） 

離 職 時 の 職  

離 職 日 年    月    日 

再 就 職 日 年    月    日 

再 就 職 先 の

名 称 
 

再 就 職 先 の

業 務 内 容 
 

（ふりがな）（                      ）

　氏    名                             ㊞

　生年月日（年齢）

　　　　 　　   年    月    日生（   歳）

　所属 　職

（ふりがな）（                        ）

　氏    名

　要求又は依頼が行われた日時

　　　　        年       月       日       時

　再就職者が勤務する営利企業等の名称 　営利企業等における再就職者の地位（役職等）

　離職時の所属 　離職時の職

企業団記入欄

　受理番号
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再 就 職 先 に

お け る 地 位 
 

 

                                          

 阪神水道企業団管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

  平成28年３月23日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦 

阪神水道企業団規則第６号 

阪神水道企業団管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する 

規則 

 阪神水道企業団管理職員特別勤務手当の支給に関する規則（平成27年規則第１号）の

一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

別記様式 

 （別紙１のとおり） 

 

 

別記様式 

 （別紙２のとおり） 

 

備考 

 別記様式を別紙２に記載する別記様式から別紙１に記載する別記様式に改める。 

 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

（改正案）                           別紙１ 

 

別記様式

勤務回数 回 回 回 回

手当額 円 円 円 円

支給区分
実働時間が４時間以上

８時間未満の回数
（100/100）

実働時間が８時間以上
の回数（150/100）

実働時間が勤務を要しない
日等以外の日の午前０時か

ら午前５時までの回数
（100/100）

合計

（　　：　　）

：　　～　　：
：

：　　～　　：
：

（　　：　　）

：　　～　　：
：

（　　：　　）

：　　～　　：
：

（　　：　　）

：　　～　　：
：

（　　：　　）

：　　～　　：
：

（　　：　　）

：　　～　　：
：

（　　：　　）

：　　～　　：
：

（　　：　　）

（　　：　　）

：　　～　　：
：

（　　：　　）

：　　～　　：
：

所属長
庶務担当

係長
月 日

曜
日

勤務時間
開始～終了

（休憩時間）

管理職員特別勤務実績簿

　　　　年　　　月分

所属名 補職名 氏名

実働時間 業務内容 本人印
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（現行）                            別紙２ 

 

                                          

 阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成28年３月25日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦 

阪神水道企業団規則第７号 

阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則の一部を改正する規則 

 阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則（昭和46年規則第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

 （手当の月額） 

第６条  手当の月額は、次の各号に掲げ

る職員の区分に応じ、当該各号に掲げ

る額とする。 

⑴  第２条第１項に規定する職員につ

いては4,000円 

⑵ 家賃の月額が9,000円以下の職員に

ついては5,500円。ただし、家賃の月

額が5,500円未満の職員については家

賃相当額とする。 

⑶ 省略 

⑷ 省略 

⑸ 省略 

 

 

 （手当の月額） 

第６条  手当の月額は、次の各号に掲げ

る職員の区分に応じ、当該各号に掲げ

る額とする。 

 ⑴ア  第２条第１項に規定する職員に

ついては10,200円。 

イ 家賃の月額が9,000円以下の職員

については5,500円。ただし、家賃

の月額が5,500円未満の職員につい

ては家賃相当額とする。 

⑵ 省略 

⑶ 省略 

⑷ 省略 

 

別記様式
管理職員特別勤務手当実績簿

曜
日

所属長
庶務担当

係長
月 日

所属名

勤務時間
開始～終了

（休憩時間）

補職名 氏名

業務内容

：　　～　　：

（　　：　　）
：

（　　：　　）

：　　～　　：

：　　～　　：

（　　：　　）

：　　～　　：

（　　：　　）

：　　～　　：

（　　：　　）
：

実働時間 本人印

：
（　　：　　）

：

：　　～　　：
：

：

：
（　　：　　）

：　　～　　：

（　　：　　）

（　　：　　）

：　　～　　：

：

：

合計

回

円

　　　　年　　　月分

勤務回数 回 回 回

手当額 円 円 円

支給区分
実働時間が４時間以上

８時間未満の回数
（100/100）

実働時間が８時間以上
の回数（150/100）

実働時間が勤務を要しない
日等以外の日の午前０時か

ら午前５時までの回数
（100/100）

：

：　　～　　：

（　　：　　）

：　　～　　：
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備考 

１  改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれ

た部分（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２  改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３  改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

 （平成31年３月31日までの間における特例） 

２ 改正後の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則第６条第１号中「4,000円」と

あるのは、平成28年４月１日から平成29年３月31日までの間においては「8,700円」と、

平成29年４月１日から平成30年３月31日までの間においては「7,200円」と、平成30年

４月１日から平成31年３月31日までの間においては「5,700円」とする。 

 

◇訓     令◇ 

 

訓令第１号 

庁中一般 

各  所 

阪神水道企業団決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成28年３月31日 

阪神水道企業団 

企業長 山 中   敦  

阪神水道企業団決裁規程の一部を改正する訓令 

阪神水道企業団決裁規程（平成６年訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（企業長決裁） 

第４条 省略 

２  前項に規定する重要な事項とは、お

おむね次のとおりとする。 

 (１)～ (23) 省略 

 (24) 職員の人事評価の実施に関するこ

と。 

 (25)～ (31) 省略 

 

 

（企業長決裁） 

第４条 省略 

２  前項に規定する重要な事項とは、お

おむね次のとおりとする。 

 (１)～ (23) 省略 

 (24) 職員の勤務評定の実施に関するこ

と。 

 (25)～ (31) 省略 

 

備考 

１  改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下「改正部分」という。 )に対応する改正後の欄中下線が引かれた

部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２  改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３  改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 
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   附 則 

 この規程は、平成28年４月１日から施行する。 

                                         

訓令第２号 

庁中一般 

各  所 

阪神水道企業団被服貸与規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成28年３月31日 

阪神水道企業団 

企業長 山 中   敦  

阪神水道企業団被服貸与規程の一部を改正する訓令 

阪神水道企業団被服貸与規程（昭和33年訓令第151号）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

別表（第４条関係） 

貸与

対象

区分 

制式 
貸与 

期間 

事務

職員 

作 業 服 （ ジ ャ ン

パ ー 型 上 下 衣 ・

夏用、冬用） 

作 業 靴 （ 本 庁 以

外の男性のみ） 

防暑服 

作業帽 

４年 

 

 

４年 

 

１年 

４年 

技術

職員 

作 業 服 （ ジ ャ ン

パ ー 型 上 下 衣 ・

夏 用 、 冬 用 。 ６

級職以上） 

作 業 服 （ ジ ャ ン

パ ー 型 上 下 衣 ・

夏 用 、 冬 用 。 ５

級職） 

作 業 服 （ ジ ャ ン

パ ー 型 上 下 衣 ・

冬 用 。 ４ 級 職 以

下） 

作 業 服 （ ジ ャ ン

パ ー 型 上 下 衣 ・

夏 用 。 ４ 級 職 以

３年 

 

 

 

２年 

 

 

２年 

 

 

１年 

 

 

２年 

５年 

 

別表（第４条関係） 

貸与対象区分 制式 
貸与

期間

男

性

本庁

事務

職員

作 業 服

（ ジ ャ

ン パ ー

型 上 下

衣 ・ 夏

用 、 冬

用） 

４年 

技術

職員

作 業 服

（ ジ ャ

ン パ ー

型 上 下

衣 ・ 夏

用 、 冬

用） 

安 全 靴

（ ５ 級

職 以

上） 

安 全 靴

（ ４ 級

職 以

下） 

２年 

 

 

 

 

 

 

５年 

 

 

４年 

事業 事務 作 業 服 ４年 
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下） 

作業靴 

安 全 靴 （ ６ 級 職

以上） 

安 全 靴 （ ５ 級 職

以下） 

防暑服 

作業帽 

 

４年 

 

１年 

２年 

 

 

 

 

場 

（本

庁を

除

く）

職員 （ ジ ャ

ン パ ー

型 上 下

衣 ・ 夏

用 、 冬

用） 

作業靴 

技術

職員

作 業 服

（ ジ ャ

ン パ ー

型 上 下

衣 ・ 夏

用 、 冬

用） 

作業靴 

安 全 靴

（ ５ 級

職 以

上） 

安 全 靴

（ ４ 級

職 以

下） 

１年 

 

 

 

 

 

 

１年 

５年 

 

 

４年 

女

性
本庁

事務

職員

作 業 服

（ ジ ャ

ン パ ー

型 上 下

衣 ・ 夏

用 、 冬

用） 

４年 

技術

職員

作 業 服

（ ジ ャ

ン パ ー

型 上 下

衣 ・ 夏

用 、 冬

用） 

安 全 靴

（ ５ 級

職 以

２年 

 

 

 

 

 

 

５年 
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上） 

安 全 靴

（ ４ 級

職 以

下） 

４年 

事業

場

（本

庁を

除

く）

事務

職員

作 業 服

（ ジ ャ

ン パ ー

型 上 下

衣 ・ 夏

用 、 冬

用） 

４年 

技術

職員

作 業 服

（ ジ ャ

ン パ ー

型 上 下

衣 ・ 夏

用 、 冬

用） 

作業靴 

安 全 靴

（ ５ 級

職 以

上） 

安 全 靴

（ ４ 級

職 以

下） 

１年 

 

 

 

 

 

 

１年 

５年 

 

 

４年 

ただし、総務部総務課に勤務する  

技術職員の作業服の貸与期間は３年  

とし、作業靴及び安全靴は貸与しな  

い。  

 

備考 

１  改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄中下線が引かれた

部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２  改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３  改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

この訓令は、平成28年４月１日から施行する。 
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訓令第３号 

庁中一般  

各  所  

阪神水道企業団文書規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成28年３月31日 

阪神水道企業団      

企業長 山 中   敦  

   阪神水道企業団文書規程の一部を改正する訓令 

 阪神水道企業団文書規程（平成16年訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

目次 

第１章 総則（第１条－第６条） 

第２章  文書の収受及び配付（第７条

－第11条） 

第 ３ 章  文 書 の 作 成 、 処 理 及 び 施 行

（第12条－第21条） 

第４章  文書の整理及び保存等（第 22

条－第35条の２） 

第５章 補則（第36条・第37条） 

附則 

 

 （総務課長等） 

第４条 省略 

２  総務課長は、文書事務を適正かつ円

滑に行うため、課場所室長（阪神水道

企業団分課規程（平成18年管理規程第１

号。以下「分課規程」という。）第２

条に規定する課長、場長、所長及び室

長をいう。以下同じ。）に対し、必要

な措置を求めることができる。 

３  課場所室長は、それぞれの課場セン

ター所室（分課規程第１条に規定する

課、場、センター、所及び室をいう。

以下同じ。）における文書事務を総括

する。 

４ 省略 

（文書取扱主任） 

第５条 省略 

 

目次 

第１章 総則（第１条－第６条） 

第２章  文書の収受及び配付（第７条

－第11条） 

第 ３ 章  文 書 の 作 成 、 処 理 及 び 施 行

（第12条－第21条） 

第４章  文書の整理及び保存等（第 22

条－第35条） 

第５章 補則（第36条・第37条） 

附則 

 

（総務課長等） 

第４条 省略 

２  総務課長は、文書事務を適正かつ円

滑に行うため、課場センター所室（阪

神水道企業団分課規程（平成 18年管理

規程第１号）第１条に規定する課場セ

ンター所室をいう。以下同じ。）長に

対し、必要な措置を求めることができ

る。 

３  課場所室長は、それぞれの課場セン

タ ー 所 室 に お け る 文 書 事 務 を 総 括 す

る。 

 

 

４ 省略 

（文書取扱主任） 

第５条 省略 
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２ 省略 

３  文書取扱主任は、課場センター所室

における次に掲げる事務を行うものと

する。 

⑴及び⑵ 省略 

 

 

⑶  文書事務の処理の促進に関するこ

と。 

⑷  文書事務の改善及び指導に関する

こと。 

⑸  前各号に掲げるもののほか、文書

事務の処理に関し必要なこと。 

４  場センター所（分課規程第１条に規

定する場、センター及び所をいう。以

下同じ。）の文書取扱主任は、前項各

号に掲げる事務のほか、第 30条の２第

１項に規定する文書の収蔵、整理及び

保存に関する事務を行うものとする。 

（文書管理主任） 

第５条の２  課場センター所室に文書管

理主任を置く。 

２  文書管理主任は、係長及び主査をも

って充てる。 

３  文書管理主任は、担当事務に係る文

書の整理及び保管に関する事務を行う

ものとする。 

 

（保存期間） 

第25条 省略 

２～４ 省略 

５  課場所室長は、文書が完結した日の

属 す る 年 度 の 翌 年 度 の ７ 月 末 日 ま で

に、保存文書台帳及び保管庫等位置図

を整理し、課場センター所室に備え置

かなければならない。 

 

 

 

 （文書の移管） 

２ 省略 

３  文書取扱主任は、課場センター所室

における次に掲げる事務を行うものと

する。 

⑴及び⑵ 省略 

⑶  文 書 の 整 理 及 び 保 存 に 関 す る こ

と。 

⑷  文書事務の処理の促進に関するこ

と。 

⑸  文書事務の改善及び指導に関する

こと。 

⑹  前各号に掲げるもののほか、文書

事務の処理に関し必要なこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（保存期間） 

第25条 省略 

２～４ 省略 

５  課場所室長は、文書が完結した日の

属 す る 年 度 の 翌 年 度 の ７ 月 末 日 ま で

に、保存文書台帳及び文書目録を作成

し、課場センター所室に備え置かなけ

ればならない。ただし、文書目録は、

保存期間が永年に属する文書について

のみ作成するものとする。 

 

 



    平成 28 年 4月 15 日     阪 神 水 道 企 業 団 公 報             第 291 号     

 - 50 -

第 27条の２  組織改正等により文書を所

管する課場センター所室に異動があっ

た 場 合 は 、 異 動 前 の 所 管 課 場 所 室 長

は、文書移管簿により、異動後の所管

課 場 所 室 長 に 移 管 し な け れ ば な ら な

い。 

２  前項の規定による文書の移管を受け

た課場所室長は、当該移管が適当であ

ると認めるときは、移管文書を保存文

書台帳に記載の上、保管しなければな

らない。 

（文書の引継ぎ） 

第 28条  本庁の課室長（分課規程第２条

に規程する課長及び室長をいう。以下

同じ。）は、成冊した文書で永年、 10

年及び５年の保存を要するもの（以下

「 重 要 文 書 」 と い う 。 ） を 取 り ま と

め、毎年７月末日までに、文書引継簿

により、総務課長に引き継がなければ

ならない。 

２  成冊後３年を経過していない文書、

機密に属する文書及び常用文書その他

特別の理由がある文書は、前項の規定

によらないことができる。 

３  前項の規定により本庁の課室におい

て保管中の文書で、当該保管の必要が

なくなり、かつ、保存期間が満了しな

いものは、速やかに総務課長に引き継

ぐものとする。 

（引継文書の審査） 

第29条 省略 

２  総務課長は、審査の結果不適当なも

のがあると認めるときは、本庁の課室

長に対してその修正を求めることがで

きる。 

（文書の収蔵） 

第 30条  総務課長は、審査の結果適当と

認める文書については、収蔵文書台帳

に記載の上、総務課長が管理する書庫

に収蔵しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文書の引継ぎ） 

第 28条  課場所室長は、成冊した文書で

永年及び 10年の保存を要するものを取

りまとめ、毎年７月末日までに、文書

引継簿により、総務課長に引き継がな

ければならない。 

 

 

 

２  機密に属する文書及び常用文書その

他特別の理由がある文書は、前項の規

定によらないことができる。 

 

３  前項の規定により課場センター所室

において保管中の文書で、当該保管の

必要がなくなり、かつ、保存期間が満

了しないものは、速やかに総務課長に

引き継ぐものとする。 

（引継文書の審査） 

第29条 省略 

２  総務課長は、審査の結果不適当なも

のがあると認めるときは、課場所室長

に対してその修正を求めることができ

る。 

（文書の収蔵） 

第 30条  総務課長は、審査の結果適当と

認める文書については、保存文書台帳

に記載の上、書庫に収蔵しなければな

らない。 
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２  総務課長は、前項の規定により収蔵

した文書の収蔵番号を本庁の課室長に

通知し、本庁の課室長は、当該収蔵番

号を保存文書台帳に記載するものとす

る。 

３  収蔵文書は、整然と配架し、いつで

も閲覧できるようにしておかなければ

ならない。 

 （場センター所における文書の収蔵） 

第 30条の２  場所長（分課規程第２条に

規定する場長及び所長をいう。以下同

じ。）は、それぞれが所管する重要文

書を取りまとめ、分類、保存期間等の

適否について審査し、収蔵文書台帳に

記載の上、場所長がそれぞれ管理する

書庫に収蔵しなければならない。 

２  第 28条第２項及び第３項並びに前条

第３項の規定は、前項の規定による文

書の収蔵について準用する。この場合

において、「前項の規定によらないこ

と」とあるのは「第 30条の２第１項の

規定によらないこと」と、「前項の規

定により本庁の課室（分課規程第１条

に 規 定 す る 課 及 び 室 を い う 。 以 下 同

じ。）」とあるのは「第 30条の２第２

項の規定により準用する第 28条第２項

の 規 定 に よ り 、 場 セ ン タ ー 所 の 事 務

室」と、「総務課長へ引き継ぐ」とあ

るのは「書庫に収蔵する」と、読み替

えるものとする。 

（書庫の管理） 

第 31条  総務課長及び場所長は、それぞ

れが管理する書庫について、火災、盗

難等の予防措置を講ずるとともに、常

に整理しておかなければならない。 

（文書の管理） 

第 32条  第 30条第１項に規定による収蔵

文 書 （ 以 下 「 本 庁 収 蔵 文 書 」 と い

う。）は総務課長が、第 30条の２第１

項の規定による収蔵文書（以下「場セ

 

 

 

 

 

２  収蔵文書は、保存期間及び分類別に

整理し、いつでも閲覧できるようにし

ておかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（書庫の管理） 

第 31条  書庫は、総務課長が管理し、火

災、盗難等の予防措置を講ずるととも

に、常に整理しておかなければならな

い。 

（文書の管理） 

第 32条  収蔵文書は総務課長が、それ以

外の文書については課場所室長がそれ

ぞれ管理するものとする。 
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ンター所収蔵文書」という。）は各場

所長が、それ以外の文書については課

場所室長がそれぞれ管理するものとす

る。 

 （収蔵文書の借覧） 

第 33条  本庁収蔵文書を借覧しようとす

る者は、その借覧期間が８日以上にわ

たる場合は、収蔵文書貸出簿により、

総 務 課 長 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な

い。 

２  本庁収蔵文書の借覧期間は、１月以

内とし、それ以上にわたる場合は、改

めて収蔵文書貸出簿により前項の承認

を得なければならない。 

３及び４ 省略 

（借覧文書の損失） 

第34条 省略 

２  前 項 の 場 合 に お い て は 、 総 務 課 長

は、事実を調査し収蔵文書台帳の整理

を行わなければならない。 

（場センター所における収蔵文書の借

覧等） 

第 34条の２  前２条の規定は、場センタ

ー 所 収 蔵 文 書 の 借 覧 に つ い て 準 用 す

る。この場合において、「本庁収蔵文

書」とあるのは「場センター所収蔵文

書」と、「総務課長」とあるのは「場

所長」と読み替えるものとする。 

（文書の廃棄） 

第 35条  総務課長及び場所長は、その管

理する収蔵文書で保存期間が満了した

もの（第 27条に規定するものを除く。

次項において同じ。）を、収蔵文書廃

棄簿により、毎年７月末日までに、廃

棄しなければならない。この場合にお

いて、総務課長は、当該文書を所管す

る本庁の課室長へ合議しなければなら

ない。 

２  課場所室長は、その管理する文書で

保存期間が満了したものを、保存文書

 

 

 

 

（収蔵文書の借覧） 

第 33条  収蔵文書を借覧しようとする者

は、文書貸出簿により、総務課長の承

認を得なければならない。 

 

 

２  収蔵文書の借覧期間は、７日以内と

し、８日以上にわたる場合は、文書貸

出簿にあらかじめその期間を記入して

承認を得なければならない。 

３及び４ 省略 

（借覧文書の損失） 

第34条 省略 

２  前 項 の 場 合 に お い て は 、 総 務 課 長

は、事実を調査し保存文書台帳の整理

を行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文書の廃棄） 

第 35条  総務課長は、収蔵文書で保存期

間が満了したもの（第 27条に規定する

も の を 除 く 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ）

を、毎年７月末日までに所管課場所室

長に合議の上、廃棄しなければならな

い。 

 

 

 

２  課場所室長は、その管理する文書で

保存期間が満了したものを、廃棄しな
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廃棄簿により、毎年７月末までに、廃

棄しなければならない。 

３ 省略 

 （文書管理等委員会） 

第 35条の２  企業団に阪神水道企業団文

書管理等委員会（以下「委員会」とい

う。）を置く。 

２  委員会は、課場所室長が管理する文

書及び収蔵文書の保管又は保存状況の

検査し、課場所室長に対する是正措置

等の要請を行うほか、文書管理の改善

その他文書事務の効率化に関して意見

を述べることができる。 

３  委員会は、企業長が任命する委員長

及び委員若干人をもって組織する。 

４  委員会の委員長及び委員の任期は１

年とする。ただし、再任を妨げない。 

５  委 員 長 は 、 総 務 部 長 を も っ て 充 て

る。 

６  委員長は、会務を総理し、会議の議

長となる。 

７  委員長に事故があるときは、あらか

じめ委員長の指名した委員が、その職

務を代理する。 

８  委員会の庶務は、総務部総務課にお

いて行う。 

９  前各項に規定するもののほか、委員

会の運営に関し必要な事項は、委員長

が定める。 

（帳簿等の様式） 

第 36条  次に掲げる帳簿等は、それぞれ

当該各号に定める様式とする。 

⑴～⑻ 省略 

⑼  文書移管簿  様式第８号を準用す

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 様 式 中

「保存文書台帳」とあるのは「文書

移管簿」と読み替えるものとする。

（第27条の２関係） 

⑽  文書引継簿  様式第８号を準用す

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 様 式 中

ければならない。 

 

３ 省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（帳簿等の様式） 

第 36条  次に掲げる帳簿等は、それぞれ

当該各号に定める様式とする。 

⑴～⑻ 省略 

⑼  文書目録  様式第８号の２（第 25

条関係） 

 

 

 

⑽  文書引継簿（課場センター所室共

通） 様式第９号（第28条関係） 
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（収蔵書庫：　　　　　　　　）

款 項 目 節 始 終

収納
形態

保存期間
満了年月日

廃棄
年月日

備考
保存
期間

収蔵
年月日

収蔵
番号

年度
名称 冊数

分類番号 簿冊
番号

所管課

「保存文書台帳」とあるのは「文書

引継簿」と読み替えるものとする。

（第28条関係） 

⑾  収蔵文書台帳 様式第９号（第 30

条、第30条の２関係） 

⑿  収蔵文書貸出簿  様式第 10号（第

33条、第34条の２関係） 

⒀  保存文書廃棄簿  様式第８号を準

用する。この場合において、同様式

中「保存文書台帳」とあるのは「保

存文書廃棄簿」と読み替えるものと

する。（第35条関係） 

⒁  収蔵文書廃棄簿  様式第９号を準

用する。この場合において、同様式

中「収蔵文書台帳」とあるのは「収

蔵文書廃棄簿」と読み替えるものと

する。（第35条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第９号（第 30条、第 30条の２関係）

（用紙Ａ４判） 

収蔵文書台帳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑾  文書貸出簿  様式第 10号（第 33条

関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第８号の２（第 25条関係）（用紙Ａ

４判） 

文書目録 

 

 

 

 

 

 

 

様 式 第 ９ 号 （ 第 28条 関 係 ） （ 用 紙 Ａ ４

判） 

文書引継簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

款 項 目 節 始 終

決裁日等 収発番号件名

名称 冊数番号 保存期間
分類番号 簿冊

番号

年度

課所室名　

年度 名称 冊数 保存期間 備考 受領印年　月　日
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始 終
所属 氏名 印 返却日 備考課長 係長 係

収蔵
番号

名称
冊数
番号

借覧期間

様式第 10号（第 33条、第 34条の２関係）

（用紙Ａ４判） 

収蔵文書貸出簿 

 

 

 

 

 

 

様 式 第 10号 （ 第 33条 関 係 ） （ 用 紙 Ａ ４

判） 

文書貸出簿 

 

 

備考 

１  改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれ

た部分（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２  改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３  改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

４  改正前の欄の太線で囲まれた様式（以下「改正様式」という｡）に対応する改正後の欄の太線で囲まれた

部分（以下「改正後様式」という｡）がある場合には、当該改正様式を当該改正後様式に改める。 

５  改正後様式に対する改正様式がない場合には、当該改正後様式を加える。 

６  改正様式に対応する改正後様式がない場合には、当該改正様式を削る。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成28年４月１日から施行する。 

 （経過規定） 

２ この規程の施行前にした、それぞれの規定による手続、その他の行為は、改正後の

規定によるものとみなす。 

 

◇管 理 規 程◇ 

 

阪神水道企業団管理規程第１号 

阪神水道企業団財務規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成28年３月28日 

阪神水道企業団      

企業長 山 中   敦  

   阪神水道企業団財務規程の一部を改正する規程 

 阪神水道企業団財務規程（平成26年管理規程第３号）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（財務課主管帳簿） 

第 17条  財務課長は、事業に関する取引

を 記 録 し 、 計 算 し 、 及 び 整 理 す る た

め、次に掲げる帳簿を備える。 

⑴ 総勘定元帳 

 

（財務課主管帳簿） 

第 17条  財務課長は、事業に関する取引

を 記 録 し 、 計 算 し 、 及 び 整 理 す る た

め、次に掲げる帳簿を備える。 

⑴ 総勘定元帳 

課長 係
簿冊番

号
名称 冊数 氏名 印

返却
月日

から まで

借覧期間
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⑵ 勘定内訳簿 

 

⑶ 現金預金出納簿 

⑷ 貯蔵品出納簿 

 

 

⑸ 固定資産台帳 

⑹ 仕訳日計表 

⑺ 物件借入台帳 

⑻ 物件貸付台帳 

⑼ 固定資産貸付台帳 

⑽ 固定資産借入台帳 

⑾ 所有有価証券台帳 

 

（収入伝票の発行等） 

第 30条  財務課長は、収入の収納を証す

る書類に基づいて収入伝票を発行し、

現金預金出納簿に記帳するとともに、

当該収入伝票に収入の収納を証する書

類を添付して企業長の決裁を受け、勘

定内訳簿に記帳しなければならない。 

 

 

（概算払及び前金払の手続） 

第 40条  第 34条の規定は、概算払又は前

金払を行う場合について準用する。 

 

 

２ 省略 

３  財務課長は、前項の精算書及び証拠

となるべき書類に基づいて振替伝票、

収入伝票又は支払伝票を発行し、当該

書類を添付して企業長の決裁を受ける

とともに、勘定内訳簿及び現金預金出

納簿に記帳しなければならない。 

 

⑵ 勘定内訳簿 

⑶ 収納明細表 

⑷ 現金預金出納簿 

⑸ 貯蔵品出納簿 

⑹ 未振替一覧表 

⑺ 振替一覧表 

⑻ 固定資産台帳 

⑼ 仕訳日計表 

⑽ 物件借入台帳 

⑾ 物件貸付台帳 

⑿ 固定資産貸付台帳 

⒀ 固定資産借入台帳 

⒁ 所有有価証券台帳 

 

（収入伝票の発行等） 

第 30条  財務課長は、収入の収納を証す

る書類に基づいて収入伝票を発行し、

現金預金出納簿に記帳するとともに、

当該収入伝票に収入の収納を証する書

類を添付して企業長の決裁を受け、勘

定内訳簿のほか収納明細表に記帳しな

ければならない。 

 

（概算払及び前金払の手続） 

第 40条  第 34条の規定は、概算払又は前

金払を行う場合について準用する。こ

の場合において、財務課長は、未振替

一覧表に記帳しなければならない。 

２ 省略 

３  財務課長は、前項の精算書及び証拠

となるべき書類に基づいて振替伝票、

収入伝票又は支払伝票を発行し、当該

書類を添付して企業長の決裁を受ける

とともに、勘定内訳簿、振替一覧表及

び現金預金出納簿に記帳しなければな

らない。 

 

備考 

１  改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれ

た部分（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２  改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 
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３  改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

   附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 

                                          

阪神水道企業団管理規程第２号 

 阪神水道企業団分課規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成28年３月31日 

阪神水道企業団      

企業長 山 中   敦  

   阪神水道企業団分課規程の一部を改正する規程 

 阪神水道企業団分課規程（平成18年管理規程第１号）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（部、課等の設置） 

第１条  企業長の権限に属する事務を処

理させるため、次の部、課、場、セン

タ ー 、 所 、 室 及 び 係 （ 以 下 「 部 、 課

等」という。）を置く。 

 総 務 部 

総 務 課 省略 

経営企画課 省略 

財 務 課 省略 

 技 術 部 

   浄水計画課 省略 

   施設管理課 

      

     設 備 係 

     施設整備係 

工 務 課 省略 

  浄水管理事務所 省略 

   送水センター 省略 

   水質試験所 省略 

 

（事務分掌） 

第７条  部、課等においては、次の事務

を分掌する。 

 総 務 部 

  総 務 課 

   総 務 係  

 

（部、課等の設置） 

第１条  企業長の権限に属する事務を処

理させるため、次の部、課、場、セン

タ ー 、 所 、 室 及 び 係 （ 以 下 「 部 、 課

等」という。）を置く。 

 総 務 部 

総 務 課 省略 

経営企画課 省略 

財 務 課 省略 

 技 術 部 

   浄水計画課 省略 

   施設管理課 

     企 画 係 

     設 備 係 

     施設整備係 

工 務 課 省略 

  浄水管理事務所 省略 

   送水センター 省略 

   水質試験所 省略 

 

（事務分掌） 

第７条  部、課等においては、次の事務

を分掌する。 

 総 務 部 

  総 務 課 

   総 務 係  
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⑴～⒆ 省略 

   職 員 係 

⑴～⑾ 省略 

   契 約 係 

⑴～⑸ 省略 

  経営企画課 

   経営企画係 

⑴～⑽ 省略 

   経営管理係 

⑴～⑸ 省略 

  財 務 課 

   出 納 係 

⑴～⑹ 省略 

   管 財 係 

⑴～⑹ 省略 

技 術 部 

  浄水計画課 

   事 務 係 

⑴～⑶ 省略 

浄水管理係 

⑴～⑺ 省略 

送水管理係 

⑴～⑻ 省略 

計 画 係 

⑴～⑷ 省略 

技術監理係 

⑴～⑸ 省略 

施設管理課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴～⒆ 省略 

   職 員 係 

⑴～⑾ 省略 

   契 約 係 

⑴～⑸ 省略 

  経営企画課 

   経営企画係 

⑴～⑽ 省略 

   経営管理係 

⑴～⑸ 省略 

  財 務 課 

   出 納 係 

⑴～⑹ 省略 

   管 財 係 

⑴～⑹ 省略 

技 術 部 

  浄水計画課 

   事 務 係 

⑴～⑶ 省略 

浄水管理係 

⑴～⑺ 省略 

送水管理係 

⑴～⑻ 省略 

計 画 係 

⑴～⑷ 省略 

技術監理係 

⑴～⑸ 省略 

施設管理課 

企 画 係 

⑴  課内の連絡調整に関するこ

と。 

⑵  電 気 、 機 械 等 設 備 （ 以 下

「設備」という。）の整備に

係る企画及び総合調整に関す

ること。 

⑶  設 備 の 維 持 管 理 に 係 る 調

査、研究、企画及び総合調整

に関すること。 

⑷  情報システム（水運用、水

処理、施設情報に関するもの
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設 備 係 

⑴  電 気 、 機 械 等 設 備 （ 以 下

「設備」という。）の整備に

係る企画及び総合調整に関す

ること 

⑵  設 備 の 維 持 管 理 に 係 る 調

査、研究、企画及び総合調整

に関すること。 

⑶  設備に係る工事の設計、実

施及び監督に関すること。た

だし、各所及びセンターの所

管に属するものを除く。 

⑷  別に定める工事の設計の審

査に関すること。 

⑸  情報システム（水運用、水

処理、施設情報に関するもの

及び業務系システムを除く。

以下同じ。）の企画、調整及

び運用管理に関すること。 

⑹  専用通信及び情報システム

の設備に関すること。 

⑺  受導送配水流量計に関する

こと。 

⑻ エネルギーに関すること。 

及び業務系システムを除く。

以下同じ。）の企画、調整及

び運用管理に関すること。 

⑸ 安全管理に関すること。 

⑹  環境に係る調査、研究、評

価及び分析に関すること。 

⑺  工事の施行手続及び精算に

関すること。ただし、技術部

浄水計画課（以下「浄水計画

課」という。）及び工務課の

所管に属するものを除く。 

⑻  課の予算整理、物品の購入

及び修繕に係る事務（契約係

の 所 管 に 属 す る も の を 除

く。）並びに庶務に関するこ

と。 

設 備 係 

 

 

 

 

 

 

 

⑴  設備に係る工事の設計、実

施及び監督に関すること。た

だし、各所及びセンターの所

管に属するものを除く。 

⑵  別に定める工事の設計の審

査に関すること。 

⑶ エネルギーに関すること。 

 

 

 

 

⑷  専用通信及び情報システム

の設備に関すること。 

⑸  受導送配水流量計に関する

こと。 
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⑼ 安全管理に関すること。 

⑽  環境に係る調査、研究、評

価及び分析に関すること。 

⑾  工事の施行手続及び精算に

関すること。ただし、技術部

浄水計画課（以下「浄水計画

課」という。）及び工務課の

所管に属するものを除く。 

⑿  課の予算整理、物品の購入

及び修繕に係る事務（契約係

の 所 管 に 属 す る も の を 除

く。）並びに庶務に関するこ

と。 

施設整備係 

⑴～⑶ 省略 

工 務 課 

管路維持係 

⑴～⑸ 省略 

管路整備係 

⑴～⑵ 省略 

浄水管理事務所 

総 務 課 

⑴～⑵ 省略 

浄 水 課 

⑴及び⑵ 省略 

 

 

⑶ 省略 

施 設 課 

⑴～⑶ 省略 

所管区域は、次に掲げるとおりとす

る。 

⑴～⑶ 省略 

送水センター 

事 務 係 

⑴～⑵ 省略 

送 水 係 

⑴～⑸ 省略 

施 設 係 

⑴～⑵ 省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設整備係 

⑴～⑶ 省略 

工 務 課 

管路維持係 

⑴～⑸ 省略 

管路整備係 

⑴～⑵ 省略 

浄水管理事務所 

総 務 課 

⑴～⑵ 省略 

浄 水 課 

⑴及び⑵ 省略 

⑶  浄水処理に係る調査研究に

関すること。 

⑷ 省略 

施 設 課 

⑴～⑶ 省略 

所管区域は、次に掲げるとおりとす

る。 

⑴～⑶ 省略 

送水センター 

事 務 係 

⑴～⑵ 省略 

送 水 係 

⑴～⑸ 省略 

施 設 係 

⑴～⑵ 省略 
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所管区域は、次に掲げるとおりとす

る。 

⑴～⑹ 省略 

  水質試験所 

所の予算整理、物品の購入及び

修繕に係る事務（契約係の所管に

属するものを除く。）並びに庶務

に関すること。 

調 査 係 

⑴～⑶ 省略 

検 査 係 

⑴～⑶ 省略 

 

所管区域は、次に掲げるとおりとす

る。 

⑴～⑹ 省略 

  水質試験所 

 

 

 

 

   調 査 係 

⑴～⑶ 省略 

検 査 係 

⑴～⑶ 省略 

 

備考 

１  改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下「改正部分」という。 )に対応する改正後の欄中下線が引かれた

部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２  改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３  改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

   附 則 

 この規程は、平成28年４月１日から施行する。 

                                          

阪神水道企業団管理規程第３号 

阪神水道企業団公有財産管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成28年３月31日 

阪神水道企業団      

企業長 山 中   敦  

   阪神水道企業団公有財産管理規程の一部を改正する規程 

 阪神水道企業団公有財産管理規程（昭和43年管理規程第２号）の一部を次のように改

正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

 （業務管理） 

第３条  行政財産は、これを業務上所管

す る 各 課 長 (場 長 、 所 長 及 び 室 長 を 含

む。以下同じ。)が管理しなければなら

ない。 

２  普通財産は、財務課長が管理しなけ

ればならない。ただし、企業長が必要

と認めるときは、企業長が指定する各

課長に管理させるものとする。 

 

 

 （業務管理） 

第３条  行政財産は、これを業務上所管

する課場所室長が管理しなければなら

ない。 

 

２  普通財産は、財務課長が管理しなけ

ればならない。ただし、企業長が必要

と認めるときは、企業長が指定する課

場所室長に管理させるものとする。 
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 （統括事務） 

第５条 省略 

２  財務課長は、前項第２号、第３号及

び第４号の事務を行おうとするときは

所管各課長の意見を聞かなければなら

ない。 

３  財務課長は、公有財産の適性かつ能

率的な運用を図るため必要と認めると

きは、企業長の決裁を得て、各課長に

対し必要な処置を要求することができ

る。 

 （合議） 

第６条  各課長は、次の事務を行うもの

とする。 

⑴及び⑵ 省略 

２  前項第１号の場合において、所管各

課長は、財務課長に合議しなければな

らない。 

 （報告） 

第７条  各課長は、所管する公有財産に

次の事項が生じたときは、速やかに財

務課長あてにその内容を報告しなけれ

ばならない。 

⑴～⑶ 省略 

 （注意義務） 

第８条  公有財産として財産を取得しよ

うとするときは、確実な調査及び公正

かつ適正な手続を行い、取得後の管理

に支障を生じないようにしなければな

らない。 

 （取得前の措置） 

第９条  公有財産として財産を取得する

場合において、当該財産に抵当権その

他の権利の設定又は義務の負担がある

ときは、これを消滅させなければなら

ない。ただし、やむを得ない事情があ

ると認めるときは、この限りでない。 

 （取得した公有財産の登記又は登録） 

第 10条  公有財産を取得した場合におい

て、当該財産が登記又は登録を要する

 （統括事務） 

第５条 省略 

２  財務課長は、前項第２号、第３号及

び第４号の事務を行おうとするときは

所管課場所室長の意見を聞かなければ

ならない。 

３  財務課長は、公有財産の適性かつ能

率的な運用を図るため必要と認めると

きは、企業長の決裁を得て、各課場所

室長に対し管理上必要な処置を要求す

ることができる。 

 （合議） 

第６条  各課場所室長は、次の事務を行

うものとする。 

⑴及び⑵ 省略 

２  前項第１号の場合において、所管課

場所室長は、財務課長に合議しなけれ

ばならない。 

 （報告） 

第７条  各課場所室長は、所管する公有

財産に次の事項が生じたときは、速や

かに財務課長あてにその内容を報告し

なければならない。 

⑴～⑶ 省略 
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ものであるときは、速やかにその手続

を行わなければならない。 

 （買入代金等の支払） 

第11条 公有財産となるべき財産の買入代

金及び交換差金は、特別な事情のある

場合を除き、登記又は登録を要するも

のについては、その登記又は登録を完

了した後、その他のものについては、

その引渡しを受けた後でなければ支払

うことができない。 

２  前項の規定にかかわらず、契約の相

手方が、国又は地方公共団体その他公

共団体であるときは、登記若しくは登

録又は引渡し前に、買入代金及び交換

差金を支払うことができる。 

 （公有財産台帳） 

第12条 省略 

２  各課長は、行政財産整理簿を備え、

必要な事項を記録整理しなければなら

ない。 

３ 省略 

 （境界標の設置） 

第13条 財務課長は、土地の境界を確定す

る必要があるとき又は隣接地の利害関

係人から境界確定の願い出があるとき

は、隣接地の所有者と協議し、境界の

確定を行わなければならない。 

２  前項の規定により境界の確定を行っ

たときは、筆界確認書を取り交わすと

ともに、その必要とする箇所に境界標

を設置しなければならない。 

 

 

 

 

 （行政財産の使用許可の申請） 

第14条  法第238条の４第７項の規定によ

り行政財産を使用しようとする者は、

行政財産使用許可申請書 (様式第１号 )

により企業長に申請しなければならな

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （公有財産台帳） 

第８条 省略 

２  各課場所室長は、行政財産整理簿を

備え、必要な事項を記録整理しなけれ

ばならない。 

３ 省略 

 （境界標の設置） 

第９条  財務課長は、土地の境界を確定

する必要があるときは、隣接地の所有

者に協議を求め、隣接地と接する企業

団所有地内に企業団名を明示した境界

標を設置しなければならない。 

 

 

 

 

 （登記等） 

第10条 登記又は登録を要する資産を取得

したときは、遅滞なく登記又は登録の

手続きをしなければならない。 

 （行政財産の使用許可の申請） 

第11条  法第238条の４第７項の規定によ

り行政財産を使用しようとする者は、

行 政 財 産 使 用 許 可 申 請 書 (別 添 様 式 第

１)により企業長に申請しなければなら
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い。 

２  前項の規定にかかわらず、行政財産

の使用目的が、第19条第５号本文の規定

に該当するときは、様式第１号に代え

て、借地願により、阪神水道企業団工

事施行規程（平成26年４月管理規程第６

号）第２条第３号に規定する工事施行

課 長 （ 以 下 「 工 事 施 行 課 長 」 と い

う。）に申し込むことができる。この

場合において、工事施行課長は、当該

行政財産を業務上所管する各課長に、

その使用を依頼しなければならない。 

３  第１項の規定にかかわらず、行政財

産の使用目的が、第19条第４号の規定に

該当するときは、同項に規定する使用

許可の手続を省略することができる。 

（使用許可の基準） 

第15条 前条第１項の規定による申請（以

下「使用許可申請」という。）があっ

たときは、企業長は次の各号の基準に

より使用を許可することができる。 

⑴  国又は地方公共団体その他公共団

体若しくは公共的団体が、公用若し

くは公共用又は公益事業の用に供す

るため使用するとき。 

⑵  企業団の指導監督を受けて企業団

の事務若しくは事業を補佐し、又は

代行する団体において当該事業の用

に供するため使用させるとき。 

⑶  企業団が発注した工事契約履行の

ため、工事受注者が設置する工事現

場事務所及び資材置場等の用に使用

するとき。 

⑷  電気事業及びガス事業その他公益

事業の用に供することがやむを得な

いと認められるとき。 

⑸  当 該 行 政 財 産 を 利 用 す る 者 の た

め、当該行政財産の一部に食堂及び

売店その他厚生施設を設けるとき。 

⑹  隣接する土地の所有者又は使用者

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （使用許可の基準） 

第12条 前条の規定により申請があったと

きは、企業長は次の各号の基準により

使用を許可することができる。 

 

⑴  その行政財産の用途又は目的を助

長するとき。 

 

 

⑵ 公共目的のため使用させるとき。 

 

 

 

⑶  災害その他緊急事態の発生により

必要があるとき。 

 

 

⑷  そ の 他 企 業 長 が 必 要 と 認 め る と

き。 
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に対し、その隣接地の利用のため、

当該行政財産を使用させることがや

むを得ないと認められるとき。 

⑺  災害その他の緊急事態の発生によ

り、応急施設として短期間使用させ

るとき。 

⑻  公の学術的な調査又は研究、公の

施策等の普及宣伝その他公共の目的

のために行われる講演会、研究会等

の用に短期間使用させるとき。 

⑼  前各号に掲げるもののほか、企業

長が特に必要があると認めるとき。 

 （使用許可） 

第16条 企業長は、使用許可申請を許可し

たときは、行政財産使用許可書を申請

人に交付する。 

２ 前項の規定にかかわらず、第14条第２

項に規定する場合は、各課長から工事

施行課長への承諾する旨の書面による

回 答 を も っ て 、 許 可 し た も の と み な

す。 

 （使用許可の期間） 

第17条 行政財産の使用許可の期間は、１

年を超えない期間とする。ただし、使

用許可の期間を１年以内とすることが

著しく実情に即さないと企業長が認め

る場合は、５年以内とすることができ

る。 

２  前項の使用許可期間は、これを更新

することができる。 

 （使用料） 

第18条 省略 

 （使用料の減免） 

第19条 企業長は、次の各号のいずれかに

該当する場合は、使用料を減額し、又

は免除することができる。 

⑴  地方公共団体その他公共団体又は

公共的団体が、公用若しくは公共用

又は公益事業の用に供するため使用

するとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （使用許可） 

第 13条  企業長は、使用を許可したとき

は、使用許可書を申請人に交付する。 

 

 

 

 

 

 

 （使用許可の期間） 

第14条 使用許可の期間は１年を超えない

期間とする。ただし、企業長が必要と

認めるものについては、これによらな

いことができる。 

 

 

２  前項の許可期間は、これを更新する

ことができる。 

 （使用料） 

第15条 省略 

 （使用料の減免） 

第16条 企業長は、次の各号の一に該当す

る場合は、使用料を減免することがで

きる。 

⑴  地震、火災等によって使用物件の

全部又は一部を使用できないとき。 
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⑵  第 15条第７号の規定に該当すると

き。 

⑶  地震、火災等の災害によって使用

物件の全部又は一部を使用できない

とき。 

⑷  企業団の指導監督を受けて企業団

の事務若しくは事業を補佐し、又は

代行する団体において当該事業の用

に供するため使用させるとき。 

⑸  企業団が発注した工事契約履行の

ため、工事受注者が設置する工事現

場事務所及び資材置場等の用に使用

するとき。ただし、当該工事費の中

に、工事現場事務所及び資材置場等

設置のための借地料が含まれている

場合、その部分については、この限

りでない。 

⑹  前各号に掲げるもののほか、企業

長が企業団の事業遂行上又は公益上

特に必要と認めるとき。 

 （使用料の前納） 

第20条 使用料は、次条第１項に規定する

場合を除くほか、使用開始の時までに

納付しなければならない。 

２ 省略 

 （使用料納付の時期） 

第21条 行政財産を使用する者のうち、そ

の期間が複数の事業年度(財務規程第３

条 に 定 め る 事 業 年 度 を い う 。 以 下 同

じ。)にわたるときは、それぞれの事業

年度に属する期間の 初の１月以内に

使用料を納付しなければならない。 

 

 

２  前項の規定にかかわらず、企業長が

必要と認める場合は、納期について別

の定めをすることができる。 

 （連帯保証人） 

第22条 省略 

２  前項の規定による連帯保証人は、次

⑵  企業長の指示によって使用物件の

全部又は一部を使用できないとき。 

⑶  公益上の見地から必要と認めると

き。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （使用料の前納） 

第17条 使用料は、第18条第１項の場合を

除くほか、使用開始の時までに納付し

なければならない。 

２ 省略 

 （使用料納付の時期） 

第18条 第15条第１項の場合において、行

政財産を使用する者は、当該使用許可

期間 (その期間が複数の事業年度 (財務

規程第３条に定める事業年度をいう。

以下同じ。）にわたるときは、それぞ

れの事業年度に属する期間)の 初の１

月以内に使用料を納付しなければなら

ない。 

２  前項の規定にかかわらず、企業長が

必要と認める場合には、納期について

別の定めをすることができる。 

 （連帯保証人） 

第19条 省略 

２  前項の規定による連帯保証人は、次
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の各号に掲げる資格を有する者でなけ

ればならない。 

⑴ 省略 

⑵  債務弁済能力を有すると認められ

る者であること。 

 

 

 （継続使用許可の申請） 

第23条 使用許可期間満了後引き続いてそ

の行政財産を使用しようとする者は、

期間満了１か月前までに様式第１号に

よ り 企 業 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な

い。 

 （行政財産である土地の貸付け及び私

権の設定） 

第24条  行政財産は、法第238条の４第２

項及び地方公営企業法施行令（昭和27年

政 令 第 403号 ） 第 26条 の ５ の 規 定 に よ

り、これを貸し付け、又はこれに私権

を設定することができる。 

２ 第25条、第26条、第28条及び第30条か

ら第35条までの規定は、前項の規定によ

り、貸し付け、又は私権を設定する場

合に準用する。 

 （普通財産の借用申込み） 

第25条 普通財産の借受け又は使用許諾を

受 け よ う と す る 者 は 、 普 通 財 産 （ 借

受・使用）申請書（様式第２号）によ

り、企業長に申し込まなければならな

い。 

２  前項の規定にかかわらず、普通財産

の借用目的が、第19条第５号本文の規定

に該当するときは、様式第２号に代え

て、借地願により、工事施行課長に申

し込むことができる。この場合におい

て、工事施行課長は、当該普通財産を

業務上所管する各課長に、その使用を

依頼しなければならない。 

 （普通財産の使用許諾） 

第26条 企業長は、第25条第１項に規定す

の各号に掲げる資格を有する者でなけ

ればならない。 

⑴ 省略 

⑵  本企業団事業施行区域内に不動産

を有し、又は前年の給与所得の年額

が100万円を超え、かつ、引き続き給

与所得を得ていること。 

 （継続使用許可の申請） 

第20条 使用許可期間満了後引き続いてそ

の行政財産を使用しようとする者は、

期間満了１か月前までに行政財産使用

許可申請書により企業長に申請しなけ

ればならない。 

 （行政財産である土地の貸付け及び地

上権の設定） 

第 20条の２  行政財産である土地は、法

第238条の４第２項の規定により、これ

を貸し付け、又はこれに地上権を設定

することができる。 

 

２ 第21条、第22条及び第24条から第29条

までの規定は、前項の規定により貸し

付け、又は地上権を設定する場合に準

用する。 

 （普通財産の借用申し込み） 

第21条 普通財産を借り受けようとする者

は 、 普 通 財 産 借 受 申 請 書 (別 添 様 式 第

２)により企業長に申し込まなければな

らない。 
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る申込みを許諾したときは、普通財産

使用許諾通知書を申請人に交付する。 

２ 前項の規定にかかわらず、第25条第２

項に規定する場合は、各課長から工事

施行課長への許諾する旨の書面による

回 答 を も っ て 、 許 諾 し た も の と み な

す。 

（普通財産の使用許諾の期間） 

第 27条  普通財産の使用許諾の期間は、

１年を超えない期間とする。ただし、

企 業 長 が 必 要 と 認 め る も の に つ い て

は、これによらないことができる。 

２  前項に規定する許諾期間は、これを

更新することができる。 

 （普通財産貸付契約書の記載事項） 

第28条 普通財産を貸し付ける場合の契約

書には、次に掲げる事項を明記しなけれ

ばならない。 

⑴ 借受人の住所及び氏名 

⑵ 貸付物件の所在、種類及び数量 

⑶ 使用目的及び用途の指定 

⑷ 貸付期間及び期間更新の方法 

⑸  貸付料の額及び納期並びに貸付料

の改定 

⑹ 遅延利息 

⑺  権利金（権利金を徴収しない場合

を除く。）及び保証金 

⑻  転貸等の禁止及び借受人の届出事

項 

⑼ 有益費及び必要費 

⑽ 原状回復及び損害賠償 

⑾  前各号に掲げるもののほか、普通

財産を貸し付ける場合において必要

となる事項 

 （貸付けの期間） 

第28条 省略 

２  前項に規定する貸付期間は、これを

更新することができる。 

 （交換） 

第29条 普通財産は、次の各号のいずれか

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （貸付けの期間） 

第22条 省略 

２  前項に規定する貸付期間は、更新す

ることができる。 

 （交換） 

第23条 普通財産は、次の各号の一に該当
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に該当するときは、他の同一種類の資

産と交換することができる。 

 ⑴及び⑵ 省略 

２ 省略 

 （貸付料及び使用料） 

第30条 第18条及び第19条までの規定は、

普通財産の貸付料及び使用料について

準用する。 

 （貸付料の納付の時期） 

第 31条  貸 付 料 の 納 付 の 時 期 に つ い て

は、第 20条及び第 21条の規定を準用す

るものとする。 

 （保証金） 

第32条 省略 

(継続借用の申込み) 

第 33条  貸付期間満了後引き続いてその

普通財産を借り受けようとする者は、

期間満了１か月前までに様式第２号に

より企業長に申し込まなければならな

い。 

 （権利の承継） 

第34条 普通財産の借受人による次に掲げ

る行為は認めない。ただし、企業長が

特に必要があると認める場合は、この

限りでない。 

⑴  借受物件を転貸し、又は賃借権を

譲渡すること。 

⑵  借受物件を指定された目的又は用

途以外の目的又は用途に使用するこ

と。 

⑶ 借受物件の現状を変更すること。 

⑷  借受物件である土地の上に建物そ

の他の工作物を新築し、改築し、又

は増築すること。 

２  借受人が前項ただし書きの規定によ

る企業長の承認を受けようとする場合

は、あらかじめ書面により申請させな

ければならない。 

 （規定の準用） 

第 35条  第 22条の規定は、普通財産の貸

するときは、他の同一種類の資産と交

換することができる。 

 ⑴及び⑵ 省略 

２ 省略 

 （貸付料） 

第24条 第15条から第18条までの規定は、

普通財産の貸付料について準用する。 

 

 （貸付料の納付の時期） 

第25条 貸付料の納付の時期については、

第17条及び第18条の規定を準用するもの

とする。 

 （保証金） 

第26条 省略 

 (継続借用の申込み) 

第27条 貸付期間満了後引き続いてその普

通財産を借り受けようとする者は、期

間満了１か月前までに普通財産借受申

請書により企業長に申し込まなければ

ならない。 

 （権利の承継） 

第28条 普通財産の借受人の有する権利の

特定承継は認めない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  相続その他の包括承継により借受人

の権利義務を承継した者は、事実の生

じた日から６か月以内に企業長に届け

出なければならない。 

 （規定の準用） 

第29条 第16条及び第19条の規定は、普通
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付け及び使用許諾をする場合にこれを

準用する。 

 

様 式 第 １ 号 （ 第 14条 関 係 ） （ 用 紙 Ａ ４

版） 

 

 

様 式 第 ２ 号 （ 第 25条 関 係 ） （ 用 紙 Ａ ４

版） 

 

 

財産を貸し付ける場合にこれを準用す

る。 

 

別記様式第１ 

 

 

 

別記様式第２ 
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備考 

１  改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれ

た部分（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２  改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３  改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

４  改正前の欄の太線で囲まれた様式（以下「改正様式」という｡）に対応する改正後の欄の太線で囲まれた

部分（以下「改正後様式」という｡）がある場合には、当該改正様式を当該改正後様式に改める。 

５  改正後様式に対する改正様式がない場合には、当該改正後様式を加える。 

６  改正様式に対応する改正後様式がない場合には、当該改正様式を削る。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成28年４月１日から施行する。 

 （経過規定） 

２ この規程の施行前にした、それぞれの規定による手続、その他の行為は、改正後の

規定によるものとみなす。 

 

◇告     示◇ 

 

阪神水道企業団告示第２号 

平成2 8年第１回阪神水道企業団議会定例会において議決された、平成2 7年度阪神水道

企業団水道事業会計補正予算は、次のとおりである。 

平成2 8年３月2 3日  

 

 

阪神水道企業団 

企業長 山 中   敦  

平成27年度 

阪神水道企業団水道事業会計補正予算 

第１条 平成27年度阪神水道企業団水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによ

る。 

第２条 平成27年度阪神水道企業団水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条

に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

第３条 予算第４条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正し、同条本文中括弧

書全文を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 11,406,587千円は、当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 252,202千円、当年度純利益 1,621,320千

円及び損益勘定留保資金 9,533,065千円で補てんするものとする。」に改める。 

 補正予定額
 △　　　減

　　支　　　　　　　　出   

  第１款　水道事業費用 21,417,535 千円 △ 890,000 千円 20,527,535 千円

　  第１項 営 業 費 用 18,208,737 千円 △ 482,000 千円 17,726,737 千円

　  第３項 特 別 損 失 408,004 千円 △ 408,000 千円 4 千円

（　計　）（科　　目） （既決予定額） （ ）
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阪神水道企業団告示第３号 

平成2 8年第１回阪神水道企業団議会定例会において議決された、分賦基本水量等の決

定については、次のとおりである。 

平成2 8年３月2 3日  

阪神水道企業団 

企業長 山 中   敦  

平成28年度から 

１日 大給水量及び分賦基本水量 

平成31年度まで 

阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量（昭和42年10月14日議案第６号

議決）第３条第１項に規定する１日 大給水量及び同項の規定により定める分賦基本水

量を、平成28年度から平成31年度までについて別表のとおり定める。 

別表 

 

 （注） 平成 29年度の１日 大給水量の上段は平成29年３月 31日までの１日 大給水量とし、下段は同年 

４月１日からの１日 大給水量とする。 

                                          

阪神水道企業団告示第４号 

平成2 8年第１回阪神水道企業団議会定例会において議決された、分賦金負担軽減に係

る給水量の減量措置については、次のとおりである。 

平成2 8年３月2 3日  

阪神水道企業団 

企業長 山 中   敦  

   分賦金負担軽減に係る給水量の減量措置 

平成28年度以降における神戸市、尼崎市、西宮市及び芦屋市の分賦金については、阪

神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量（昭和42年10月14日議案第６号議決。

 補正予定額
 △　　　減

　　支　　　　　　　　出  

  第１款　資本的支出 13,426,662 千円 △ 592,000 千円 12,834,662 千円

　  第５項 出 資 金 返 還 金 592,000 千円 △ 592,000 千円 0 千円

（科　　目） （既決予定額） （　計　）（ ）

市別

区分

年度

653,381 166,938,955 243,623 62,246,005 188,504 48,162,845 42,492 10,856,925 － －

653,381 243,623 188,504 42,492 － －

647,897 239,564 188,504 42,035 10,000 2,338,000

638,381 163,106,455 232,523 59,409,955 188,504 48,162,845 41,242 10,537,550 27,350 6,987,925

638,381 163,553,322 232,523 59,572,722 188,504 48,294,798 41,242 10,566,420 27,350 7,007,070

（単位　立方米）

神 戸 市 尼 崎 市 西 宮 市 芦 屋 市 宝 塚 市

平成29年度 165,656,729 61,296,777 48,162,845 10,750,045

１日 大
給 水 量

分 賦 基 本
水   　　量

１日 大
給 水 量

分 賦 基 本
水   　　量

平成28年度

１日 大
給 水 量

分 賦 基 本
水   　　量

１日 大
給 水 量

分 賦 基 本
水   　　量

１日 大
給 水 量

分 賦 基 本
水   　　量

平成30年度

平成31年度
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以下「議決」という。）第１条に規定する方法により得た額から、別表に定める水量に

議決第２条第１号に掲げる割合を乗じて得た額に100分の108を乗じた額を控除して得た

額とする。 

附 則 

 この減量措置は、議決の日から施行し、平成28年３月１日から適用する。 

別表 

                        （単位 立方米） 

市 名 水  量 

神戸市 934,765 

尼崎市 348,575 

西宮市 269,735 

芦屋市  60,955 

                                          

阪神水道企業団告示第５号 

平成2 8年第１回阪神水道企業団議会定例会において議決された、上水道布設第５期拡

張事業等に係る繰出しについての一部改正については、次のとおりである。 

平成2 8年３月2 3日  

阪神水道企業団 

企業長 山 中   敦  

   上水道布設第５期拡張事業等に係る繰出しについての一部改正 

上水道布設第５期拡張事業等に係る繰出しについて（平成４年議案第２号議決）の一

部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（繰出率） 

２ 構成団体の繰出率は次のとおりとす

る。 

⑴及び⑵ 省略 

⑶ 前２号に掲げるものを除く拡張事

業費、水源開発事業費及び独立行政

法人水資源機構に対する割賦負担金

神戸市 100分の60.37 

尼崎市 100分の 4.76 

西宮市 100分の23.89 

芦屋市 100分の 8.56 

宝塚市 100分の 2.42 

 

 

（繰出率） 

２ 構成団体の繰出率は次のとおりとす

る。 

⑴及び⑵ 省略 

⑶ 前２号に掲げるものを除く拡張事

業費、水源開発事業費及び独立行政

法人水資源機構に対する割賦負担金

神戸市 100分の61.70 

尼崎市 100分の 5.74 

西宮市 100分の23.89 

芦屋市 100分の 8.67 

備考 

１  改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引か

れた部分（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 
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３  改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

   附 則 

 この議決は、平成29年４月１日から施行する。 

                                         

阪神水道企業団告示第６号 

 平成2 8年第１回阪神水道企業団議会定例会において議決された、平成2 8年度阪神水道

企業団水道事業会計予算は、次のとおりである。 

  平成2 8年３月2 3日 

阪神水道企業団      

企業長 山 中   敦  

平成28年度 

阪神水道企業団水道事業会計予算 

（総  則） 

第１条 平成28年度阪神水道企業団水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収    入 

 

支    出 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額 9,595,568千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収

支調整額 312,759千円、当年度純利益 32,051千円及び損益勘定留保資金 9,250,758千

　    　（給水市名）　 　        （１日平均給水量）            （年間総給水量）

  　    　神 戸 市 ｍ 3 ｍ 3

      　　尼 崎 市 ｍ 3 ｍ 3

      　　西 宮 市 ｍ 3 ｍ 3

      　　芦 屋 市 ｍ 3 ｍ 3

      　 　　計 ｍ 3 ｍ 3789,602 288,204,730

166,938,955457,367

170,537 62,246,005

29,745

48,162,845

10,856,925

131,953

  第１款　水道事業収益 千円

　　第１項 千円

　　第２項 千円

　　第３項 千円

1,478,595

408,001

21,079,652

19,193,056営 業 収 益

営 業 外 収 益

特 別 利 益

  第１款　水道事業費用 千円

　　第１項 千円

　　第２項 千円

　　第３項 千円

　　第４項 千円

2,107,850

20,673,115

17,744,261営 業 費 用

特 別 損 失

5,000

816,004

営 業 外 費 用

予 備 費
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円で補てんするものとする。）。 

収    入 

 

支    出 

 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定め

る。 

 
（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定め

る。 

  第１款　資本的収入 千円

　　第１項 千円

　　第２項 千円

　　第３項 千円

　　第４項 千円

　　第５項 千円

　　第６項 千円

1

企 業 債

出 資 金

1,938,179

工 事 負 担 金

固定 資産 売却 代金

そ の 他 資 本 収 入

908,000

1,030,175

1

1国 庫 補 助 金

1

  第１款　資本的支出 千円

　　第１項 千円

　　第２項 千円

　　第３項 千円

　　第４項 千円

　　第５項 千円

3,957,709

11,533,747

681,025

5,711,012

水 利 負 担 金

1

1,184,000出 資 金 返 還 金

企 業 債 償 還 金

建 設 改 良 費

国庫 補助 金返 還金

平成28年度から
平成29年度まで

719,600

事　　　項　

315,440

327,276

平成28年度から
平成31年度まで

780,050

平成28年度から
平成31年度まで

芦 屋 市 連 絡 施 設 整 備 工 事
平成28年度から
平成29年度まで

219,000

配 水 流 量 計 取 替 工 事
平成28年度から
平成29年度まで

93,564

204,803
平成28年度から
平成31年度まで

千円

保 安 警 備 業 務 委 託

管 路 更 新 事 業 （ ２ 期 東 部）

期間 限度額

１ 期 中 部 配 水 管 更 新 工 事

甲東・西宮ポンプ場改修工事

越 木 岩 受 水 池 改 修 工 事

平成28年度から
平成29年度まで
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 起債の目的及び限度額    導送配水管路整備事業費充当のため   908,000 千円 

 起 債 の 方 法    国又は銀行その他から普通貸借の方法により借入れ、財

政又は事業の進捗の都合により、後年度に繰り下げて借

入れをすることができる。 

 利       率    年 4.7％以内 

 償 還 の 方 法    本年度の元金は、借入れの翌日から５年以内を据置き、

その後40年以内に毎年度元利均等その他の方法により償

還する。なお、借入先の融通条件に変更あるときはその

融通条件に従う。ただし、財政の都合その他によっては

定額以上を償還し、又は前記利率の範囲内で借換えする

ことができる。 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、2,000,000 千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定

める。 

⑴ 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間 

 の流用 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の

経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費を

これらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 ⑴ 職 員 給 与 費 2,319,583 千円 

 ⑵ 交   際   費 238 千円 

（構成団体からの補助金） 

第10条 企業債利息、水道水源施設等建設事業割賦負担金利息及び児童手当の一部に充

当するため、構成団体から補助を受ける金額は、65,515 千円である。 

（たな卸資産購入限度額） 

第11条 たな卸資産の購入限度額は、833,282 千円と定める。 

                                          

阪神水道企業団告示第７号 

下記の者は、平成2 8年４月１日付けをもって、阪神水道企業団議会議員を辞職したの

で告示する。 

平成2 8年４月１日 

阪神水道企業団 

企業長 山 中   敦  

記 

しらくに高太郎 
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阪神水道企業団告示第８号 

阪神水道企業団規約第９条の規定により、阪神水道企業団議会議員の補欠選挙を下記

のとおり行う。 

平成2 8年４月１日 

阪神水道企業団 

企業長 山 中   敦  

記 

  １ 選挙する期間   平成2 8年４月１日から 

                        平成2 8年６月3 0日まで 

  １ 選挙する議員数    １名 

  １ 選挙する市        神戸市 

 

◇公     告◇ 

 

阪神水道企業団公告 

 郵便応募型条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和2 2年政令

第1 6号）第167条の６及び阪神水道企業団契約規程（昭和4 2年管理規程第１号）第４条

の規定に基づき、次のとおり公告する。 

 なお、本公告に記載のない事項については、「郵便入札公告共通事項」によるものと

する。 

  平成2 8年３月2 4日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦  

１ 入札に付する事項  

⑴ 起工番号   委施第１号  

   委  託  名   冷暖房機保守業務委託並びに冷暖房機点検整備工事  

 ⑵ 委託場所   大道取水場（大阪市東淀川区大道南２丁目９番2 0号）  

          淀川取水場（大阪市淀川区西中島２丁目１番2 7号）  

          猪名川浄水場（尼崎市田能５丁目1 1番１号) 

          尼崎浄水場（尼崎市南塚口町４丁目５番6 5号）  

          甲東ポンプ場（西宮市上大市３丁目２番 5 3号) 

          西宮ポンプ場（西宮市室川町２番3 2号 ) 

          甲山調整池（西宮市甲山町3 5番地）  

          水質試験所（尼崎市田能５丁目1 1番１号）  

          本庁舎（神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号）  

 ⑶ 委託概要   冷暖房機設備の保守業務及び点検整備を一括して行う。  

  ア 主要機器費     一式  

  イ 冷暖房機設備点検工 一式  

  ウ 冷暖房機設備整備工 一式  
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 ⑷ 委託期間   契約締結日の翌日から平成2 9年３月3 1日㈮まで  

 ⑸ 支払方法   ２回払い（中間１回）  

 ⑹ 前  金  払   なし  

 ⑺ 予定価格   事後公表 

 ⑻ 低制限価格 なし 

 ⑼ 担保期間   なし 

 ⑽ 入札保証金  免除 

 ⑾ 契約保証金  保険会社との間に阪神水道企業団（以下「企業団」という。）を

被保険者とする履行保証保険契約（定額てん補、付保割合100分の

５以上）を締結し、その証書を提出すること。  

 ⑿ 担保保証金  免除 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴ 共通資格要件事項  

   「郵便入札公告共通事項」に記載のとおり。  

 ⑵ 個別資格要件事項  

   企業団における平成2 7・2 8年度競争入札参加資格（登録工種：管工事）を有して

いること。  
４ 入札に必要な書類の交付 

  企業団ホームページ（http://www.hansui.org/）「入札・契約情報」内の当該入札

公告ページ（以下「入札公告ページ」という。）からダウンロードすること。 

ダウンロードできない環境にある場合は、総務課契約係（本庁舎３階）で配付する

ので、事前に連絡すること（電話(078)4 3 1－1902（直通））。 

５ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、次のとおり電子メール（入札公告ページに掲

載の指定様式）により受け付ける。ただし、電子メールできない環境にある場合は、

ＦＡＸ（(078)4 3 1－2664）により提出すること。 

 ⑴ 受付期限   平成2 8年３月3 0日㈬ 午後５時0 0分まで 

 ⑵ 送 信 先   阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛 

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶ 回 答 日   平成2 8年４月４日㈪に入札公告ページに掲載する。ただし、入札

公告ページにて確認できない場合は、ＦＡＸにより回答する。入札

参加者は、この回答を必ず確認すること。 

６ 入札（郵便入札）方法 

 ⑴ 提出書類 

  ア 郵便応募型条件付き一般競争入札参加申込書（日付は申込日を記入すること。）

（様式第１号） 

  イ 入札書（指定様式で、日付は開札日を記入すること。） 

  ウ 同種又は類似工事（業務）の施工（履行）実績（様式第２号） 
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  エ 建設業の許可及び経営事項審査結果（様式第４号） 

 ⑵ 提出部数   １部 

 ⑶ 受付期間   公告日から平成2 8年４月1 1日㈪まで（必着） 

７ 開札の日時、場所等 

 ⑴ 日  時   平成2 8年４月1 2日㈫ 午後１時3 0分から 

 ⑵ 場  所   神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

          阪神水道企業団 本庁舎１階 第３会議室 

 ⑶ 開札の立会い 開札の立会いを希望する者は、開札立会申込書を提出すること。 
 

本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒658-0073 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

 電 話(078)4 3 1-1902（直通） 

 ＦＡＸ(078)4 3 1-2664 

                                          

阪神水道企業団公告 

 事後審査型条件付き一般競争入札により契約を締結するので、次のとおり公告する。 

 本入札案件は兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）

を利用して行う電子入札案件であり、入札に関する手続については、「兵庫県電子入札

共同運営システム利用規約」及び「兵庫県電子入札共同運営システム阪神水道企業団運

用基準」に従って行う。 

 なお、本公告に記載のない事項については、「電子入札公告共通事項」によるものと

する。 

  平成2 8年４月７日 

                             阪神水道企業団 

                             企業長 山 中  敦 

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 委 託 名   除草及び樹木剪定業務委託（単価契約） 

 ⑵ 委託場所   大道取水場（大阪市東淀川区大道南２丁目９番2 0号） 

          淀川取水場（大阪市淀川区西中島２丁目１番2 7号） 

          猪名川浄水場（尼崎市田能５丁目1 1番１号） 

          尼崎浄水場（尼崎市南塚口町４丁目５番6 5号） 

          管路用地（別紙仕様書のとおり） 

 ⑶ 委託概要   上記委託場所における除草及び樹木剪定業務を行う。 

 ⑷ 委託期間   契約締結日の翌日から平成2 9年３月1 7日㈮まで 

 ⑸ 入札方法   入札金額は、別紙業務項目別単価一覧表の各単価の合計金額（税

抜）を記載すること。この単価については、入札金額を「各項目の

設計単価が設計単価合計額に占める割合」に応じて比例按分して決

定するものとする。（入札金額の各単価と契約単価は必ずしも一致

しない。） 

 ⑹ 支払方法   ２回払い（中間１回） 
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 ⑺ 前 金 払   なし 

 ⑻ 予定価格   事後公表 

 ⑼ 最低制限価格 設定なし 

 ⑽ 担保期間   なし 

 ⑾ 入札保証金  免除 

 ⑿ 契約保証金  保険会社との間に阪神水道企業団（以下「企業団」という。）を

被保険者とする履行保証保険契約（定額てん補、付保割合100分の

５以上）を締結し、その証書を提出すること。  

 ⒀ 担保保証金  免除 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴ 共通資格要件事項 

   「電子入札公告共通事項」に記載のとおり。 

 ⑵ 個別資格要件事項 

  ア 企業団における平成2 7・2 8年度競争入札参加資格（登録工種：造園工事）を有

していること。 

  イ 国、地方公共団体若しくはこれらに準ずる機関発注業務の元請として、１件当

り100,00 0㎡以上の除草業務又は500本以上の高中木剪定業務の受注実績を有する

こと。（高木とは樹木の高さが３ｍを超えるもので、中木とは樹木の高さが1.5

ｍを超え３ｍ以下のものとする。） 

  ウ 道路法（昭和2 7年法律第180号）に基づく供用中の道路において、交通規制を

実施しつつ、植栽維持作業又は除草作業を施工した実績を有すること。 

４ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、電子入札システム上の質問回答機能によらず、

次のとおり電子メール（入札公告ページに掲載の指定様式）により受け付ける。 

 ⑴ 受付期限   平成2 8年４月1 3日㈬ 午後５時0 0分まで 

 ⑵ 送 信 先   阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛 

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶ 回 答 日   平成2 8年４月1 5日㈮に入札公告ページに掲載する。 

          入札参加者は、この回答を必ず確認すること。 

５ 入札参加申込方法 

 ⑴ 電子入札の場合 

  ア 提出書類 

   (ア) 条件付き一般競争入札参加申込書（様式第１号。申込者の印を押印のこと。） 

   (イ) 同種又は類似工事（業務）の施工（履行）実績（様式第２号） 

   (ウ) 建設業の許可及び経営事項審査結果（様式第４号） 

   (エ) 上記(イ)工事の施工に伴う道路使用許可書の写し 

  イ 受付期間   公告日から平成2 8年４月2 1日㈭まで（土曜日、日曜日及び祝日

を除く。）電子入札システムの稼働時間内（午前９時0 0分から午
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後８時0 0分。ただし、最終日は午後５時0 0分まで。） 

  ウ 留意事項   添付書類のファイル容量が１ＭＢを超える場合は、電子入札シ

ステム上で資料目録（様式第６号）を送信し、添付書類を次の電

子メールアドレス宛に送信又は持参により提出すること。 

           阪神水道企業団総務課契約係 宛 

           E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑵ 紙入札の場合 

   紙入札（紙の入札書を提出して行う入札をいう。以下同じ。）による入札を希望

する者は、やむを得ない事情により電子入札システムを使用して入札に参加できな

い場合のみとし、次のとおり紙入札参加に必要な書類を持参により提出すること。

郵送は認めない。 

  ア 提出書類 

   (ア) 紙入札参加承認願（様式第５号。電子入札システムを使用できない理由を記

載のこと。） 

   (イ) 上記５⑴アに示す提出書類 

  イ 提出場所   本庁舎 ３階 総務部総務課契約係 

           神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

  ウ 受付期間   公告日から平成2 8年４月2 0日㈬まで（土曜日、日曜日及び祝日

を除く。）毎日午前９時3 0分から午後４時3 0分まで（午前1 1時3 0

分から午後１時3 0分までを除く。） 

６ 入札書提出期間及び方法 

 ⑴ 電子入札システムにより入札する場合 

  ア 提出期間   第１日目 平成2 8年４月2 2日㈮午前９時0 0分から午後８時0 0分

まで 

           第２日目 平成2 8年４月2 5日㈪午前９時0 0分から午後３時0 0分

まで 

  イ 方  法   電子入札システムにより、入札書に別紙業務項目別単価一覧表

を添付して送信すること。なお、別紙業務項目別単価一覧表には

全項目を必ず入力すること。 

入札書、入札書受信確認通知及び入札書受付票は控えとして印

刷し保存すること。 

 ⑵ 紙入札により入札する場合（紙入札の承認を得た場合に限る。） 

  ア 提出期限   入札日第２日目の午後３時0 0分まで 

  イ 方   法   企業団本庁舎３階総務部総務課契約係まで入札書及び別紙業務

項目別単価一覧表を持参により提出すること。郵送は認めない。 

７ 開札日時   平成2 8年４月2 6日㈫ 午前９時3 0分から 

８ その他留意事項 

  本案件を落札し契約締結した業者は、自動的に「除草及び樹木剪定業務委託その２

（単価契約）」の落札候補者にはなれないもの（辞退扱い）とする。 
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本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒658-0073 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

 電 話(078)4 3 1-1902（直通） 

 ＦＡＸ(078)4 3 1-2664 

                                         

阪神水道企業団公告 

 事後審査型条件付き一般競争入札により契約を締結するので、次のとおり公告する。 

 本入札案件は兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）

を利用して行う電子入札案件であり、入札に関する手続については、「兵庫県電子入札

共同運営システム利用規約」及び「兵庫県電子入札共同運営システム阪神水道企業団運

用基準」に従って行う。 

 なお、本公告に記載のない事項については、「電子入札公告共通事項」によるものと

する。 

  平成28年４月７日 

                             阪神水道企業団 

                             企業長 山 中  敦 

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 委 託 名   除草及び樹木剪定業務委託その２（単価契約） 

 ⑵ 委託場所   甲東ポンプ場（西宮市上大市３丁目２番5 3号） 

          西宮ポンプ場（西宮市室川町２番3 2号） 

          篠原量水池（神戸市灘区篠原北町４丁目6 0） 

          六甲接合井（神戸市灘区篠原北町３丁目1 1番２号） 

          甲山調整池（西宮市甲山町3 5番地） 

          芦屋調整池（西宮市深谷町２番3 5号） 

          本山配水池（神戸市東灘区本山町北畑字伊勢講田613） 

          越木岩受水池（西宮市角石町1 5番） 

          住吉配水池（神戸市東灘区住吉山手５丁目1682-1） 

          篠原公舎跡地（神戸市灘区五毛通１丁目６番地） 

          住吉木造公舎跡地（神戸市東灘区住吉山手４丁目６番2 3号） 

          管路用地（別紙仕様書のとおり） 

 ⑶ 委託概要   上記委託場所における除草及び樹木剪定業務を行う。 

 ⑷ 委託期間   契約締結日の翌日から平成2 9年３月1 7日㈮まで 

 ⑸ 入札方法   入札金額は、別紙業務項目別単価一覧表の各単価の合計金額（税

抜）を記載すること。この単価については、入札金額を「各項目の

設計単価が設計単価合計額に占める割合」に応じて比例按分して決

定するものとする。（入札金額の各単価と契約単価は必ずしも一致

しない。） 

 ⑹ 支払方法   ２回払い（中間１回） 

 ⑺ 前 金 払   なし 
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 ⑻ 予定価格   事後公表 

 ⑼ 最低制限価格 設定なし 

 ⑽ 担保期間   なし 

 ⑾ 入札保証金  免除 

 ⑿ 契約保証金  保険会社との間に阪神水道企業団（以下「企業団」という。）を

被保険者とする履行保証保険契約（定額てん補、付保割合100分の

５以上）を締結し、その証書を提出すること。  

 ⒀ 担保保証金  免除 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴ 共通資格要件事項 

   「電子入札公告共通事項」に記載のとおり。 

 ⑵ 個別資格要件事項 

  ア 企業団における平成2 7・2 8年度競争入札参加資格（登録工種：造園工事）を有

していること。 

  イ 国、地方公共団体若しくはこれらに準ずる機関発注業務の元請として、１件当

り100,00 0㎡以上の除草業務又は500本以上の高中木剪定業務の受注実績を有する

こと。（高木とは樹木の高さが３ｍを超えるもので、中木とは樹木の高さが1.5

ｍを超え３ｍ以下のものとする。） 

  ウ 道路法（昭和2 7年法律第180号）に基づく供用中の道路において、交通規制を

実施しつつ、植栽維持作業又は除草作業を施工した実績を有すること。 

４ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、電子入札システム上の質問回答機能によらず、

次のとおり電子メール（入札公告ページに掲載の指定様式）により受け付ける。 

 ⑴ 受付期限   平成2 8年４月1 3日㈬ 午後５時0 0分まで 

 ⑵ 送 信 先   阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛 

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶ 回 答 日   平成2 8年４月1 5日㈮に入札公告ページに掲載する。 

          入札参加者は、この回答を必ず確認すること。 

５ 入札参加申込方法 

 ⑴ 電子入札の場合 

  ア 提出書類 

   (ア) 条件付き一般競争入札参加申込書（様式第１号。申込者の印を押印のこと。） 

   (イ) 同種又は類似工事（業務）の施工（履行）実績（様式第２号） 

   (ウ) 建設業の許可及び経営事項審査結果（様式第４号） 

   (エ) 上記(イ)工事の施工に伴う道路使用許可書の写し 

  イ 受付期間   公告日から平成2 8年４月2 1日㈭まで（土曜日、日曜日及び祝日

を除く。）電子入札システムの稼働時間内（午前９時0 0分から午

後８時0 0分。ただし、最終日は午後５時0 0分まで。） 
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  ウ 留意事項   添付書類のファイル容量が１ＭＢを超える場合は、電子入札シ

ステム上で資料目録（様式第６号）を送信し、添付書類を次の電

子メールアドレス宛に送信又は持参により提出すること。 

           阪神水道企業団総務課契約係 宛 

           E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑵ 紙入札の場合 

   紙入札（紙の入札書を提出して行う入札をいう。以下同じ。）による入札を希望

する者は、やむを得ない事情により電子入札システムを使用して入札に参加できな

い場合のみとし、次のとおり紙入札参加に必要な書類を持参により提出すること。

郵送は認めない。 

  ア 提出書類 

   (ア) 紙入札参加承認願（様式第５号。電子入札システムを使用できない理由を記

載のこと。） 

   (イ) 上記５⑴アに示す提出書類 

  イ 提出場所   本庁舎 ３階 総務部総務課契約係 

           神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

  ウ 受付期間   公告日から平成2 8年４月2 0日㈬まで（土曜日、日曜日及び祝日

を除く。）毎日午前９時3 0分から午後４時3 0分まで（午前1 1時3 0

分から午後１時3 0分までを除く。） 

６ 入札書提出期間及び方法 

 ⑴ 電子入札システムにより入札する場合 

  ア 提出期間   第１日目 平成2 8年４月2 2日㈮午前９時0 0分から午後８時0 0分

まで 

           第２日目 平成2 8年４月2 5日㈪午前９時0 0分から午後３時0 0分

まで 

  イ 方  法   電子入札システムにより、入札書に別紙業務項目別単価一覧表

を添付して送信すること。なお、別紙業務項目別単価一覧表には

全項目を必ず入力すること。 

入札書、入札書受信確認通知及び入札書受付票は控えとして印

刷し保存すること。 

 ⑵ 紙入札により入札する場合（紙入札の承認を得た場合に限る。） 

  ア 提出期限   入札日第２日目の午後３時0 0分まで 

  イ 方   法   企業団本庁舎３階総務部総務課契約係まで入札書及び別紙業務

項目別単価一覧表を持参により提出すること。郵送は認めない。 

７ 開札日時   平成2 8年４月2 6日㈫ 午前10時00分から 

８ その他留意事項 

  「除草及び樹木剪定業務委託（単価契約）」を落札し契約締結した業者は、自動的

に本案件の落札候補者にはなれないもの（辞退扱い）とする。 
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本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒658-0073 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

 電 話(078)4 3 1-1902（直通） 

 ＦＡＸ(078)4 3 1-2664 

                                          

阪神水道企業団公告 

 下記の業務について、公募型プロポーザル方式に係る手続を開始するので、次のとお

り公告する。 

  平成2 8年４月1 4日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦 

１ 業務の概要 

⑴ 業務名称 

阪神水道企業団水道用水供給ビジョン見直し検討支援業務 

⑵ 業務目的 

平成2 0年1 2月に「阪神水道企業団水道用水供給ビジョン～安全な水の安定供給の

持続～」（以下「現行ビジョン」という。）を策定してから７年が経過した。 

その間、水需要減少等を始め、東日本大震災の知見による新たなリスクへの対応

など、水道事業を取り巻く環境は大きく変化している。このような中、平成25年３

月に新水道ビジョン（厚生労働省）が策定されるとともに、構成市水道事業におい

てもビジョン見直し等がなされつつある。 

このような状況を踏まえ、阪神水道企業団（以下「企業団」という。）において

も経営環境の変化に効率的かつ効果的に対応するため、現行ビジョンを見直す必要

がある。 

本業務は、現行ビジョンの見直しにあたっての支援業務を目的とする。 

 ⑶ 業務内容 

 本業務の内容は以下のとおり。 

ア 基礎検討 

 (ア) 経営状況分析評価等を踏まえた施策の検討 

 (イ) 企業団及び周辺の状況整理 

   (ウ) ビジョン・計画の体系、推進体制の整理及び「見える化」等の事例調査、検

討 

 (エ) その他必要情報の（関連データ、図面等）の収集及び各種資料作成 

イ 策定支援 

 (ア) ビジョン、各計画、推進体制等の体系整理 

 (イ) 現行ビジョン見直しの支援 

ウ ヒアリング、検討会等の運営支援 

 ⑷ 履行期間 

   契約締結の日から平成29年３月29日㈬まで 
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 ⑸ 契約金額の上限 

   本業務に係る契約金額は5,400,000円（消費税及び地方消費税の額を含む。）を上

限とする。 

２ プロポーザルを求める内容 

  企業団が現行ビジョンの見直しを行うに当たり、必要となる情報等の整理、分析、

企画及び提案、また着実な業務の推進体制等について、プロポーザルを求める。 

３ 参加資格 

  プロポーザルに参加する者は、次の項目全てに該当する者とする。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第1 6号）第167条の４の規定に該当しない者で

あること。 

⑵ 公募型プロポーザル参加表明書の提出期限において、企業団指名停止基準に基づ

く指名停止を受けていないこと。 

⑶ 会社更生法（平成1 4年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再

生法（平成1 1年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者

であること（会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生

手続開始の決定があった場合を除く。）。 

⑷ 消費税及び地方消費税並びに法人税に滞納がない者であること。 

 ⑸ 平成23年度以降に、上水道事業又は用水供給事業において、水道事業基本計画策

定業務若しくは地域水道ビジョン策定（見直し）業務の履行実績を有すること。 

⑹ 上水道に関する技術士（上下水道部門（上水道及び工業用水道）又は総合技術監

理部門（上下水道一般並びに上水道及び工業用水道）又はシビルコンサルティング

マネージャー（上水道及び工業用水道部門）（以下「RCCM」という。）のいずれか

の資格を有し、上記３⑸に示す業務について、平成2 3年度以降に実績のある管理技

術者、担当技術者及び照査技術者を配置することができること。 

⑺ 兵庫県内又は大阪府内に事務所を有すること。 

 

４ 参加表明に必要な書類（以下「参加表明書等」という。）と記載上の留意事項 

 ⑴ 参加表明書等は次のとおりとし、記載する文字サイズは10ポイント以上とする。 

ア 参加表明書（様式－１） 

イ 誓約書（様式－２） 

ウ 平成23年度から平成27年度までの業務実績（様式－３） 

エ 作業予定者の経歴等及び業務実施体制（様式－４） 

オ 作業予定技術者の過去５年間の業務実績（様式－５） 

カ その他必要書類（様式任意） 

 ⑵ 参加表明書等の内容に関する留意事項 

記載事項 内容に関する留意事項 

平 成 23 年 度

か ら 平 成 27

年 度 ま で の

業務実績 

・参加表明書の提出者が過去に受託した業務の実績について、３件

記載すること。 

・記載する業務は平成23年度以降に完了した業務とする。 

・企業が業務を実施したことを証明できる契約書、TECRIS、特記仕
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様書などの写しを添付すること。また、必要に応じて業務の内容

がわかる成果品の一部又は全部も添付すること。 

・記載様式は様式－３とする。 

作 業 予 定 者

の 経 歴 等 及

び 業 務 実 施

体制 

・作業予定者の経歴等について記載すること。 

・作業予定者の過去に従事した業務実績について１件以上記載する

こと。 

・他の経営コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合又

は学識経験者等の協力を得て業務を実施する場合は、備考欄にそ

の旨を記載するとともに、再委託先又は協力先及びその理由(企業

の技術的特徴等)を記載すること。ただし、業務の主たる部分を再

委託してはならない。 

・記載様式は様式－４及び様式－５する。 

５ 参加表明書等の提出方法、提出先及び受付期間 

⑴ 提出方法 

参加表明書等は、持参により提出すること。 

⑵ 提出先及び受付期間 

ア 提出先（受付担当） 

〒658-0073 神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

総務部総務課契約係（本庁舎３階） TEL：078-431-1902 

イ 受付期間 公告の日から平成28年４月21日㈭まで（土曜日、日曜日及び祝日を

除く。）毎日午前９時0 0分から午後５時0 0分まで（午前1 1時3 0分から

午後１時3 0分までを除く。） 

６ 参加表明後の流れ 

⑴ スケジュール 

本業務の契約締結までの日程については、次のとおり予定している。 

項目 日程 

参加表明書等の受付及び提案説明書配付 公告の日～４月2 1日 

質問受付 公告の日～４月2 6日 

回答送付 ４月2 8日予定 

提案書の受付 ～５月2 0日 

受託候補者の特定 ５月2 6日予定 

契約締結 ５月下旬予定 

 

⑵ 提案説明書の配付 

参加資格を満たしている参加表明書等の提出者に対して、企業団から提案説明書

を配付する。 

⑶ 受託候補者の特定方法 
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提出された参加表明書等及び提案書に対して、企業団において設置する「評価委

員会」で一定の評価基準に基づく審査を実施し、 も優れた提案者を受託候補者と

して特定する。ただし、参加表明時において、資格要件や必要書類など参加表明書

等に不備があった者は失格となり、提案書の評価は行わない。 

７ 契約に関する条件 

契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）が200万円を超える場合には、業務

受託者が暴力団等でないこと等についての誓約書等を契約締結以前に提出すること。 

８ その他の留意事項 

⑴ 本契約案件に関して作成する書類等について、使用する言語は日本語とする。 

⑵ 委託業務の内容に係る説明会等は行わない。 

⑶ 参加表明書等の作成及び提出に関する費用は、提出者の負担とする。 

 ⑷ 参加表明書等に虚偽の記載をした場合には、提出された参加表明書等を無効とす

る。 

 ⑸ 提出された参加表明書等は返却しない。また、提出された参加表明書等は受託候

補者の特定以外には使用しない。 

 ⑹ その他本書に記載のない事項、質問事項等については、５⑵に記載した受付担当

に問い合わせること。 

⑺ 契約を締結した者は、本業務委託の一部について再委託又はその履行に伴う契約

（以下「再委託等」という。）を締結する場合において、その契約金額（同一の者

と複数の再委託等を締結する場合は、その合計金額）が200万円を超えるときには、

その相手方が暴力団等でないこと等についての誓約書を提出させ、当該契約書の写

し（「暴力団排除に関する特約」第３項の規定により、この項に準じて再委託等に

定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。）を企業団に提出すること。 

 ⑻ 公募型プロポーザルに参加しようとする者は、評価委員会の委員との間に利害関

係がなく、本契約案件の受託候補者特定の公表までの間において、本契約案件に関

して、評価委員会に直接及び間接を問わず、自らを有利に又は他者を不利にするよ

うに働きかけることを禁ずるものとし、この禁止事項に抵触したと認められる場合

は、参加資格を失うことがある。 

 

様式－１

参 加 表 明 書 

平成  年  月  日 

阪神水道企業団 企業長 様 

住    所 

商 号 又 は 名 称 

代 表 者 名          印 

下記事業の提案書に基づく選定に参加したいので、これに必要な書類を提出し

ます。 

記 

１ 公 告 日 平成28年４月1 4日 
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２ 業務名称 阪神水道企業団水道用水供給ビジョン見直し検討支援業務 

                      担 当 部 署 

担  当  者 

Ｔ  Ｅ  Ｌ 

                      Ｆ  Ａ  Ｘ 

                      E –mail 

 

様式－２

誓 約 書 

平成  年  月  日 

阪神水道企業団 企業長 様 

住    所 

商 号 又 は 名 称 

代 表 者 名          印 

「阪神水道企業団水道用水供給ビジョン見直し検討支援業務」の公募型プロポ

ーザルの参加申込みを行うに当たり、同業務に関する阪神水道企業団公告に記載

されている参加資格要件を全て満たしていることを誓約いたします。 

なお、企業団から参加資格要件に関して必要な書類の提出を求められた場合に

は、速やかに必要書類を提出いたします。 

また、提案説明書受領後において、参加資格要件のいずれかを満たしていないこ

とが判明した場合、企業団が行う措置（参加資格の取消し、契約解除等）に従い

ます。 

 

平成23年度から平成27年度までの業務実績  

 提出者氏名（            ）

業務

名称 

   

契約

金額 

（消

費税

等

込） 

   

履行

期間 

   

委託

者名 

   

業務

の概

要 
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※平成 23年度以降に上水道事業又は水道用水供給事業において、水道事業基本計画策定業務若しく

は地域水道ビジョン策定（見直し）業務の履行実績を有し、実施した実績を３件記載すること。 

※業務の概要については、できるだけ具体的に記述すること。また、業務の内容がわかる成果品の

一部（概要版）又は全部を別途提出すること。 

 

 

様式－４

・作業予定者の経歴等 

ふ り が な  

①氏名 
②生年月日 

③所属・役職 

④保有資格 

・               登録番号：     取得年月日： 

・               登録番号：     取得年月日： 

・               登録番号：     取得年月日： 

⑤業務経歴 

業務名 業務の概要 
委託者

名 

履行期

間 

TECRIS登録番号    

注１：「○○技術者」は、主任、照査、担当技術者の各名称を記述すること。

注２：資格を証する書面の写しを添付すること。 

注３：再委託する場合も同様に提出すること。 

・業務実施体制 

分担業務の内容
再 委 託 先 又 は 協 力 先 及 び そ の 理 由 （ 企 業 の 技 術 的 特 徴

等） 

  

  

注１：業務の分担を行っている場合には記載するものとする。 

注２：他の経営コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の協力を受

けて業務を実施する場合のみ記載するとともに、再委託先又は協力先、その理由（企業の技術

的特徴等）を記載すること。ただし、業務の主たる部分を再委託してはならない。 

 

様式－５

・作業予定技術者の過去５年間の業務実績 

 ○○技術者（氏名              ） 

業務名 
 

TECRIS 登録番号 
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契約金額 
 

履行期間 
 

発注機関名 

住所 

TEL 

 

業務の概要  

業務の技術的特徴  

当該技術者の業務

担当の内容 
 

注１：「○○技術者」は主任、照査、担当技術者の各名称を記述する。 

注２：業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記述すること。 

注３：企業 ･技術者が業務を実施したことを証明できる契約書 ､TECRIS、特記仕様書などの写しを添

付すること。また、必要に応じて業務の内容がわかる成果品の一部又は全部も添付すること。 

 

◇任     免◇ 

 

総務部経営企画課長 

事務職員 岸本 寛 

阪神水道企業団事務職員を免ずる 

技術部浄水管理事務所施設課長 

技術職員 上月 慶治 

阪神水道企業団職員の定年等に関する条例第２条の規定により平成28年３月31日限り定

年退職 

（以上 平成28年３月31日付） 

総務部総務課付 

技術職員 納庄 秀成 

気仙沼市へ派遣する 

派遣期間は平成28年４月１日から平成29年３月31日までとする 

技術部浄水管理事務所担当課長 

技術職員 橋本 利明 

技術部浄水管理事務所施設課長に配置換する 

技術部浄水管理事務所施設課長 

技術職員 橋本 利明 

技術部浄水管理事務所担当課長に兼ねて補する 

総務部財務課長 
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事務職員 但馬 広一 

総務部財務課出納係長事務取扱を免ずる 

技術部施設管理課主幹 

技術職員 平野 邦弘 

技術部施設管理課設備係長事務取扱を免ずる 

神戸市水道局 

事務職員 川野 欣樹 

阪神水道企業団事務職員に任ずる 

総務部経営企画課長に補する 

（以上 平成28年４月１日付） 

 

◇任免（代表監査委員）◇ 

 

監査委員 

監査事務局長 木口屋拓郎 

監査事務局監査係長事務取扱を命ずる 

（以上 平成28年４月１日付） 


